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近
代
日
本
研
究
第
三
十
二
巻

(

二
〇
一
五
年)

論
説

明
治
二
十
五
年
・
選
挙
干
渉
事
件
と
立
憲
政
治

系
統
的
指
令
説
と
暴
発
説
を
め
ぐ
っ
て

末

木

孝

典

は
じ
め
に

第
一
次
松
方
正
義
内
閣
は
、
第
二
議
会
の
解
散
を
受
け
て
、
明
治
二
十
五
年
二
月
十
五
日
に
実
施
さ
れ
た
第
二
回
衆
議
院
議
員

選
挙

(

以
下
、
第
二
回
総
選
挙)

に
お
い
て
、
政
府
支
持
派
議
員
の
増
加
と
民
党
の
前
議
員
の
減
少
に
よ
っ
て
議
会
運
営
の
安
定

化
を
図
ろ
う
と
し
、
様
々
な
形
で
選
挙
に
干
渉
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
各
地
で
騒
動
が
続
発
し
、
死
傷
者
が
多
数
出
る
結
果
と
な
っ

た
が
、
政
府
支
持
派
が
議
会
の
大
勢
を
占
め
る
に
は
至
ら
ず
、
か
え
っ
て
第
三
議
会
は
選
挙
干
渉
の
責
任
問
題
で
紛
糾
す
る
こ
と

と
な
っ
た
。
こ
れ
が
、
明
治
二
十
五
年
・
選
挙
干
渉
事
件
で
あ
る
。

当
該
事
件
研
究
を
概
観
す
る
と
、
高
橋
雄
豺
氏
が
警
察
研
究
の
一
環
と
し
て
取
り
上
げ
た
こ
と
を
嚆
矢
と
す
る

(

１)

。
そ
の
後
、
自

由
民
権
運
動
研
究
の
隆
盛
と
と
も
に
、
明
治
十
年
代
の
自
由
民
権
運
動
史
の
最
終
過
程
と
し
て
選
挙
干
渉
事
件
が
扱
わ
れ
る
よ
う
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に
な
っ
た

(

２)

。
こ
れ
は
、
強
引
な
干
渉
を
行
う
政
府
の

｢

選
挙
大
干
渉｣

に
対
す
る
旧
民
権
派
た
ち
の
抵
抗
、
異
議
申
し
立
て
が
自

由
民
権
運
動
と
類
似
の
運
動
と
と
ら
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う

(

３)

。

そ
の
後
、
明
治
立
憲
制
研
究
の
立
場
か
ら
選
挙
干
渉
を
初
期
議
会
期
に
お
け
る
一
大
事
件
と
し
て
と
ら
え
、
藩
閥
政
府
と
議
会

と
の
対
立
の
一
環
と
し
て
ど
う
評
価
す
る
か
議
論
が
行
わ
れ
て
き
た
。
こ
れ
ま
で
に
二
つ
の
有
力
な
説
が
唱
え
ら
れ
、
対
立
し
て

い
る
。
第
一
に
、
天
皇
の

｢

良
民
の
議
員
を
望
む｣

と
い
う
意
向
を
受
け
て
、
松
方
正
義
首
相
、
品
川
弥
二
郎
内
相
が
地
方
官
や

藩
閥
関
係
者
に
干
渉
を
命
じ
た
と
と
ら
え
、
垂
直
的
な
指
令
を
重
視
す
る
坂
野
潤
治
氏
に
よ
る
系
統
的
指
令
説
で
あ
る

(

４)

。
第
二
に
、

天
皇
の
意
向
は

｢

一
般
的
な
希
望
の
表
明｣

に
す
ぎ
ず
、
政
府
の
訓
令
、
内
諭
も
投
票
誘
導
の
容
認
と
法
律
の
範
囲
内
で
の
運
動

の
指
示
で
あ
り
、
流
血
の
事
態
は
極
度
の
政
治
的
緊
張
の
下
、
府
県
知
事
の
出
自
・
立
場
・
信
条
や
地
域
的
政
治
状
況
が
複
合
的

に
作
用
し
、
内
務
省
の
黙
認
を
見
越
し
て
知
事
が
暴
走
し
た
結
果
発
生
し
た
と
す
る
佐
々
木
隆
氏
に
よ
る
暴
発
説
で
あ
る

(

５)

。

自
由
民
権
研
究
者
が
藩
閥
政
府
に
よ
る
民
党
弾
圧
と
し
て
の
選
挙
干
渉
を
強
調
し
て
き
た
の
に
対
し
て
、
佐
々
木
氏
は
藩
閥
研

究
の
成
果
を
生
か
し
、
松
方
、
品
川
が
知
事
の
暴
走
を
止
め
よ
う
と
し
た
形
跡
が
あ
り
、
流
血
の
事
態
ま
で
意
図
し
て
い
な
か
っ

た
点
を
強
調
す
る
。
ま
た
、
近
年
、
富
山
県

(

６)
、
高
知
県
、
佐
賀
県
と
大
木
喬
任
の
事
例
、
政
府
の
方
針
、
言
論
規
制
、
選
挙
干
渉

の
有
効
性
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
論
文
が
発
表
さ
れ
、
同
研
究
は
進
展
を
見
せ
て
い
る

(

７)

。

ま
た
、
明
治
天
皇
研
究
の
観
点
か
ら
も
、
天
皇
が
憲
法
上
の
統
治
権
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
、
実
際
に
干
渉
に
ど
の
よ
う
に
関

わ
っ
た
か
と
い
う
点
は
重
要
な
論
点
の
一
つ
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
。
鳥
海
靖
氏
は
、
そ
の
点
が
研
究
の
空
白
部
分
に
な
っ
て
い

る
と
指
摘
し

(

８)

、
実
際
の
政
治
運
営
で
は
天
皇
は
大
権
を
自
ら
の
意
思
で
能
動
的
に
行
使
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
明
治
立
憲

制
は
権
力
の
割
拠
性
が
特
色
で
あ
る
と
結
論
づ
け
て
い
る

(

９)

。
伊
藤
之
雄
氏
は
、
天
皇
は
伊
藤
博
文
ら
の
影
響
を
受
け
つ
つ
、
憲
法

に
よ
っ
て
自
ら
の
権
力
が
限
定
さ
れ
た
こ
と
を
理
解
し
て
権
力
行
使
に
抑
制
的
に
ふ
る
ま
っ
た
立
憲
君
主
で
あ
っ
た
と
評
価
し
た

(

�)

。
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ま
た
、
佐
々
木
隆
氏
は
、
こ
の
時
期
の
天
皇
が
藩
閥
内
や
政
府
内
の
調
整
に
意
欲
的
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
政
府
と
議
会
の
関

係
に
つ
い
て
は
介
入
せ
ず
基
本
的
に
政
府
に
委
ね
て
い
た
と
論
じ
た

(

�)

。
こ
れ
に
対
し
て
、
西
川
誠
氏
は
、
明
治
天
皇
の
権
力
行
使

は
存
在
し
得
た
し
、
分
野
に
よ
っ
て
行
使
で
き
る
程
度
は
異
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
違
和
感
を
表
明
し
た

(

�)

。
安
田
浩
氏
は

干
渉
時
の
天
皇
の
行
動
を

｢

親
政
的
権
力
行
使｣

と
位
置
づ
け
て
い
る

(

�)

。

本
稿
は
、
明
治
天
皇
、
松
方
正
義
、
品
川
弥
二
郎
に
注
目
し
、
系
統
的
指
令
説
と
暴
発
説
の
い
ず
れ
が
選
挙
干
渉
の
実
態
に
近

い
の
か
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
成
果
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
新
た
に
見
い
だ
し
た
資
料
な
ど
を
も
と
に
考
察
し
て
い
く
。
そ

し
て
明
治
中
期
の
藩
閥
政
府
に
よ
る
立
憲
政
治
体
制
に
お
い
て
選
挙
干
渉
事
件
が
含
意
す
る
こ
と
を
改
め
て
論
じ
る
も
の
で
あ
る
。

一

明
治
天
皇
と
第
二
回
総
選
挙

(

一)

藩
閥
内
対
立
の
構
図

従
来
、
第
一
次
松
方
内
閣
は
不
統
一
で
度
々
内
部
対
立
が
生
じ
、
そ
れ
は
元
勲
が
入
閣
し
て
い
な
い
こ
と
や
松
方
首
相
に
指
導

力
が
な
い
こ
と
な
ど
が
原
因
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
松
方
を
支
え
て
い
た
の
は
黒
田
清
隆
を
は
じ
め
と
す
る
薩
摩
閥
の
人
々
で
あ
り
、

品
川
内
相
は
山
県
有
朋
を
、
陸
奥
宗
光
農
商
務
相
は
伊
藤
博
文
・
井
上
馨
ら
を
後
ろ
盾
と
し
て
い
た
と
さ
れ
る
。
解
散
・
総
選
挙

に
関
し
て
も
意
見
が
対
立
し
た
。
先
行
研
究
に
よ
る
と
構
図
は
次
の
通
り
と
さ
れ
て
い
る
。
選
挙
に
関
し
て
強
硬
な
姿
勢
を
示
し

た
の
は
、
相
次
ぐ
解
散
に
よ
っ
て
民
党
優
位
の
議
会
に
打
撃
を
与
え
よ
う
と
す
る
保
守
派(

武
断
派)

で
あ
る
。
閣
内
で
は
品
川
、

高
島
鞆
之
助
陸
相
、
樺
山
資
紀
海
相
で
あ
り
、
元
勲
で
は
山
県
、
黒
田
が
分
類
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
民
党
に
融
和
的
で
干
渉

に
批
判
的
だ
っ
た
の
が
閣
内
で
は
陸
奥
、
後
藤
象
二
郎
逓
相
で
あ
り
、
元
勲
で
は
伊
藤
、
井
上
ら
改
革
派

(

文
治
派)

で
あ
る
。

明治二十五年・選挙干渉事件と立憲政治
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伊
藤
之
雄
氏
は
、
保
守
派
は
相
次
ぐ
解
散
に
よ
っ
て
議
会

(

憲
法)

を
停
止
し
て
も
よ
い
と
考
え
、
天
皇
は
伊
藤
博
文
と
同
様
に

憲
法
停
止
を
心
配
し
て
い
る
こ
と
か
ら
改
革
派
の
立
場
に
立
っ
て
い
た
と
主
張
す
る

(

�)

。
相
次
ぐ
解
散
を
覚
悟
す
る
意
見
を
連
続
解

散
論
と
呼
ぶ
と
す
れ
ば
、
保
守
派
の

｢

連
続
解
散
論
＝
議
会
停
止
論
＝
憲
法
停
止
論｣

と
改
革
派
の

｢

憲
法
停
止
回
避
論｣

が
対

立
し
て
い
る
と
み
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
の
見
方
は
対
立
を
単
純
化
し
す
ぎ
て
い
る
感
が
あ
る
。
例
え
ば
、
山
県
を
例
に
取
れ
ば
、
松
方
に
対
し
て
解
散
を

二
、
三
回
繰
り
返
す
覚
悟
を
持
つ
こ
と
を
求
め
つ
つ
、｢

若
、
一
回
之
選
挙
に
於
て
志
誠
着
実
、
…
…
実
業
主
義
を
抱
持
す
る
士

民
多
数
を
得
る
に
至
れ
は
、
国
家
及
ひ
政
府
之
大
幸
と
存
候

(

�)｣

と
述
べ
、
も
し
一
回
で
望
む
結
果
に
な
れ
ば
最
善
と
伝
え
て
い
る
。

つ
ま
り
、
連
続
解
散
論
は
そ
の
中
に
一
回
で
決
着
を
つ
け
る
論
理
を
包
含
し
て
お
り
、
第
二
回
総
選
挙
へ
の
干
渉
を
肯
定
す
る
論

理
へ
と
つ
な
が
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
も
高
橋
秀
直
氏
が
指
摘
し
て
い
る
通
り
、
山
県
が
憲
法
停
止
を
主
張
し
た
形
跡
は
な
い

(

�)

。

ま
た
、
山
県
有
朋
宛
品
川
書
簡
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
樺
山
の
主
張
は

｢

二
度
も
三
度
も
解
散
終
に
停
止
と
ま
で
論
じ
居
候

(

�)｣

で
あ

り
、
停
止
論
を
語
っ
て
い
る
が
、
連
続
解
散
が
憲
法
停
止
ま
で
行
き
着
く
の
で
あ
っ
て
、
連
続
解
散
論
と
憲
法
停
止
論
は
同
じ
論

理
で
は
な
い
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う

(

�)
。

内
務
官
僚
都
筑
馨
六
は
解
散
後
の
事
態
に
対
処
す
る
方
法
と
し
て
、
第
一
に
解
散
に
次
ぐ
解
散
、
第
二
に
自
由
党
と
改
進
党
へ

の
政
権

｢

城
渡｣

、
第
三
に
憲
法
中
止
を
挙
げ
て
い
る

(

�)
。
こ
こ
で
も
連
続
解
散
と
憲
法
停
止
は
別
に
扱
わ
れ
て
い
る
。
伊
東
巳
代

治
も
解
散
に
反
対
す
る
陸
奥
宗
光
に
対
し
て
、
内
閣
総
辞
職
を
し
て
民
党
に
政
権
を
明
け
渡
す
の
か
と
迫
り
、
自
分
は
二
度
三
度

解
散
に
至
っ
て
も
悔
い
は
な
く
、
や
む
を
得
な
い
場
合
に
は
国
家
・
憲
法
の
た
め
非
常
手
段
を
断
行
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
語
っ
て

い
る

(

�)

。
都
筑
分
類
や
伊
東
発
言
を
参
考
に
し
て
当
時
の
議
論
を
ま
と
め
れ
ば
、
解
散
後
の
展
望
は
、(

一)

民
党
へ
の
政
権
譲
渡
、(

二)
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憲
法
停
止
、(

三)

連
続
解
散
、(

四)

早
期
決
着

(

選
挙
干
渉)

、(

五)

新
党
組
織
と
な
る

(

表
１
参
照)

。(

一)

か
ら

(

三)

は
議
会
対
策
で
あ
り
、(

四)

・(

五)

は
第
二
回
総
選
挙
対
策
で
あ
る
。(

一)

は
藩
閥
政
治
の
終
焉
を
意
味
し
て
お
り
、
藩
閥
全

体
に
回
避
す
べ
き
も
の
と
共
有
さ
れ
て
い
た
。
樺
山
や
土
方
久
元
宮
相
に
代
表
さ
れ
る
強
硬
派
は

(

三)

か
ら

(

二)

へ
の
指
向

性
を
も
っ
て
い
た

(

�)

。
し
か
し
、(

二)

は
立
憲
政
治
の
否
定
と
な
る
。
解
散
・
総
選
挙
は
藩
閥
体
制
の
危
機
と
立
憲
政
治
の
危
機

の
二
重
の
危
機
で
あ
っ
た
。
保
守
派
と
目
さ
れ
る
山
県
・
品
川
の
論
理
は

(

三)

だ
が
、
選
挙
対
策
と
し
て
は
一
回
で
決
着
が
つ

く
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
目
指
す

(

四)

を
許
容
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。
そ
し
て
、
改
革
派
と
目
さ
れ
る
伊
藤
は
松
方
内
閣
と
距
離
を
置
き
、
最
終
的
に
は(

五)

を
目
指
し
た
。

(
二)

明
治
天
皇
の
立
場

で
は
、
明
治
天
皇
は
ど
の
よ
う
な
立
場
を
取
ろ
う
と
し
た
の
か
。

第
二
議
会
が
樺
山
海
相
の
蛮
勇
演
説
で
紛
糾
す
る
と
、
第
一
次
松
方
内
閣
は
解
散
を
め
ぐ
っ

て
動
揺
し
議
論
が
錯
綜
し
た
。
天
皇
は
議
会
運
営
の
行
き
詰
ま
り
に
対
し
て
強
い
憂
慮
を
示

し
、
解
散
の
決
断
を
先
延
ば
し
に
す
る
松
方
首
相
に
解
散
を
督
促
し
た

(

�)

。
十
二
月
二
十
五
日

に
第
二
議
会
が
解
散
さ
れ
、
井
上
毅
に
よ
れ
ば

｢

解
散
に
而
大
愉
快
位
之
連
中
多
く｣

と
い

う
周
囲
に
危
機
感
が
薄
い
状
況
で
、
天
皇
は
総
選
挙
に
対
し
て
再
び
憂
慮
を
示
し
、
二
十
六

日
は
夜
の
食
事
後
も

｢

前
途
之
事
御
疑
問
又
御
研
思
被
遊
候｣

と
選
挙
に
向
け
て
の
懸
念
を

強
め
て
い
た

(

�)

。
天
皇
の
指
示
を
受
け
た
徳
大
寺
実
則
侍
従
長
は
、
同
日
付
で
伊
藤
博
文
に
以
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表１ 解散・総選挙をめぐる藩閥内対立の構図
伊藤 天皇 山県 樺山

(閣内) (陸奥) (松方) (品川) (樺山)
(一) 政権譲渡 × × × ×
(二) 憲法停止 × × × ○
(三) 連続解散 × × ○ ○
(四) 早期決着

× ○ △ △
(選挙干渉)

(五) 新党組織 ○ × × ×
記号凡例：○主張､ △許容､ ×否定



下
の
内
容
の
書
簡
を
送
り
天
皇
の
選
挙
に
対
す
る
姿
勢
を
示
し
た

(

�)

。

扨
議
員
再
選
挙
に
就
而
は
同
一
の
議
員
を
再
選
致
候
而
は
幾
度
も
解
散
不
祥
の
結
果
を
生
す
へ
く
や
と
深
御
憂
慮
被
遊
、
松

方
大
臣
へ
も
度
々
御
沙
汰
相
成
、
各
地
方
官
へ
も
注
意
之
儀
内
示
有
之
候
得
共
、
将
来
良
民
の
議
員
と
な
る
事
を
被
為
望
候

天
皇
は
同
一
議
員
が
再
選
さ
れ
れ
ば
解
散
を
繰
り
返
す
こ
と

(

連
続
解
散)

に
な
る
点
を
憂
慮
し
、｢

良
民｣

が
議
員
と
な
る

こ
と
を
望
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
る

(

�)

。
こ
の
書
簡
を
め
ぐ
り
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
坂
野
潤
治
氏
の
系
統
的
指
令
説
と
佐
々
木
隆

氏
の
暴
発
説
が
対
立
し
て
い
る
。
ま
た
、
伊
藤
之
雄
氏
は
坂
野
氏
の
解
釈
を
支
持
し
な
が
ら
も
天
皇
の
発
意
に
よ
る
選
挙
干
渉
を

否
定
す
る

(

�)

。

本
稿
で
は
、
徳
大
寺
書
簡
中
の

｢
松
方
大
臣
へ
も
度
々
御
沙
汰
相
成｣

と
い
う
箇
所
に
注
目
し
た
い
。
天
皇
が
松
方
に
伝
え
た

内
容
に
よ
っ
て
天
皇
の
選
挙
へ
の
姿
勢
が
よ
り
明
確
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
を
示
す
資
料
が
、
松
方
が
品
川
に
宛
て
た
十
二

月
二
十
八
日
付
書
簡
で
あ
る

(

�)

。
活
字
化
さ
れ
た
資
料
だ
が
、
管
見
の
限
り
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。

陳
者
本
日
改
選
之
手
続
細
大
奏
上
仕
候
処
、
精
々
今
般
之
選
挙
尽
力
相
成
、
良
結
果
に
至
り
候
様
再
三
御
沙
汰
拝
承
仕
候
次

第
、
実
に
恐
縮
罷
在
候
。
尚
選
挙
之
見
込
等
内
務
大
臣
よ
り
言
上
可
仕
候
旨
も
奏
上
仕
置
候
間
、
何
卒
近
日
中
御
参
朝
之
上

細
事
御
奏
上
被
成
下
度
奉
頼
上
候
。

こ
れ
に
よ
り
、
天
皇
の

｢

御
沙
汰｣

は
松
方
に
対
し
て
、
今
回
の
選
挙
に
で
き
る
だ
け
尽
力
し

｢

良
結
果｣

に
至
る
よ
う
求
め
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る
内
容
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
恐
縮
し
た
松
方
も
品
川
か
ら
選
挙
の
具
体
的
な
見
込
み
を
奏
上
さ
せ
る
こ
と
を
約
束
し
た
。

天
皇
の
意
向
は
明
ら
か
に

｢

一
般
的
な
希
望｣

の
域
を
超
え
て
お
り
、
前
の
書
簡
と
併
せ
て
み
れ
ば
、
天
皇
は
政
府
に
対
し
て
全

力
で
民
党
前
議
員
の
再
選
を
阻
止
し
、
議
会
運
営
の
円
滑
化
に
必
要
な
人
数
の

｢

良
民｣

を
当
選
さ
せ
る
と
い
う
具
体
的
な
成
果

ま
で
求
め
て
い
た

(

�)

。
つ
ま
り
、
天
皇
は
立
憲
政
治
の
否
定

(

憲
法
停
止)

に
つ
な
が
る
恐
れ
の
あ
る
強
硬
派
の
連
続
解
散
論
を
避

け
、
政
党
に
対
す
る
疑
念
か
ら
伊
藤
博
文
の
主
張
す
る
新
党
組
織
は
退
け
、
解
散
後
の
総
選
挙
一
回
で
決
着
を
つ
け
る
早
期
解
決

策
を
望
み
松
方
内
閣
に
実
行
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
一
度
の
選
挙
で
良
い
結
果
を
出
す
こ
と
を
求
め
る
の
は
、
幾
度
も

の
解
散
・
総
選
挙
を
経
て
民
党
勢
力
を
削
減
さ
せ
る
連
続
解
散
論
よ
り
も
む
し
ろ
難
し
い
課
題
を
突
き
つ
け
た
と
い
え
る
。
選
挙

干
渉
は
、
か
か
る
難
題
へ
の
答
え
と
し
て
実
施
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
藩
閥
に
よ
る
立
憲
政
治
体
制
を
政
党
勢
力
に
頼
ら
ず
に
維
持

す
る
た
め
に
は
そ
の
隘
路
し
か
残
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

先
行
研
究
の
描
い
た
構
図
と
は
異
な
り
、
天
皇
は
選
挙
に
関
し
て
早
期
決
着
を
図
る
方
針
を
主
導
的
に
打
ち
出
し
、
山
県
ら
保

守
派
や
樺
山
ら
強
硬
派
は
そ
れ
を
許
容
し
、
伊
藤
ら
改
革
派
と
は
対
立
す
る
構
図
と
な
っ
た

(

表
１
参
照)

。
総
選
挙
対
策
に
つ

い
て
、
天
皇
が
山
県
に
内
奏
を
求
め
な
か
っ
た
こ
と
を
も
っ
て
山
県
よ
り
も
伊
藤
を
信
頼
し
て
い
た
と
い
う
説
が
あ
る
が

(

�)

、
こ
の

構
図
で
は
山
県
に
下
問
す
る
必
要
は
な
く
、
沈
黙
し
て
い
る
伊
藤
の
意
向
を
確
認
す
る
た
め
に
内
奏
を
求
め
た
と
み
る
べ
き
だ
ろ

う
。
天
皇
は
二
十
五
年
一
月
、
伊
藤
が
山
口
か
ら
小
田
原
に
戻
る
と
、
七
日
侍
従
長
を
派
遣
し
て
選
挙
対
策
を
問
う
た
が
、
こ
の

と
き
の
伊
藤
の
回
答
は

｢

何
等
考
ふ
る
所
な
し｣

で
あ
っ
た

(

�)
。
そ
の
後
、
十
三
日
に
な
っ
て
伊
藤
は
枢
密
院
議
長
を
辞
職
し
て
政

党
を
結
成
す
る
意
向
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
天
皇
や
多
く
の
藩
閥
政
治
家
は
反
対
し
、
結
局
伊
藤
新
党
構
想
は
頓
挫

し
た
。
解
散
か
ら
総
選
挙
に
か
け
て
伊
藤
は
松
方
内
閣
と
意
図
的
に
距
離
を
置
き
、
事
態
を
憂
慮
す
る
天
皇
の
下
問
に
も
冷
淡
で

あ
り
、
こ
の
間
の
伊
藤
の
役
割
を
過
大
に
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
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さ
て
、
松
方
は
第
二
議
会
解
散
前
か
ら
逐
一
天
皇
に
相
談
し
、
優
柔
不
断
が
目
立
っ
て
い
た
が
、
解
散
後
、
天
皇
の
早
期
決
着

を
目
指
す
強
い
姿
勢
が
示
さ
れ
る
と
、｢

総
理
は
此
度
は
大
奮
発
に
て
断
然
仮
面
を
脱
し
政
府
党
と
し
て
運
動
さ
せ
度｣

と
明
確

な
姿
勢
を
取
り
始
め
た

(

�)

。
前
日
に

｢

二
回
三
回
之
解
散
ハ
好
マ
ヌ
コ
ト
ナ
レ
ど
も
其
覚
悟｣

を
示
し
た
品
川
も
、
天
皇
・
松
方
か

ら
の
明
確
な
指
示
に
接
し
、
早
期
決
着
を
受
け
入
れ
た

(

�)

。
品
川
は
松
方
の
指
示
に
従
い
、
土
方
宮
相
が

｢

頻
ニ
内
務
大
臣
ヨ
リ
報

知
有
リ｣

と
記
し
た
通
り
、
天
皇
に
選
挙
情
勢
を
頻
繁
に
報
告
し
た

(

�)

。
ま
た
、
一
大
騒
動
と
な
っ
た
高
知
や
佐
賀
の
情
勢
は
、
内

務
省
か
ら
情
報
を
得
た
侍
従
長
ら
に
よ
っ
て
逐
一
天
皇
に
報
告
さ
れ
た

(

�)

。

さ
ら
に
天
皇
は
侍
従
を
通
じ
て
知
事
・
警
視
総
監
か
ら
も
選
挙
の
状
況
を
報
告
さ
せ
て
い
た
。
一
月
十
四
日
と
い
う
比
較
的
早

い
時
期
に
、
山
田
信
道
大
阪
府
知
事
は

｢

御
下
問
ニ
預
リ
為｣

と
し
て
、
西
四
辻
公
業
侍
従
に
宛
て
て

｢

各
選
挙
区
候
補
者
競
争

ノ
準
備
并
其
勢
力
比
較
概
況｣
と
題
し
た
報
告
書
を
送
り
、
大
阪
の
全
選
挙
区
の
情
勢
を
報
告
し
て
い
る

(

�)

。
内
容
は

｢

着
実
派｣

と｢

過
激
派｣

の
候
補
名
、
有
権
者
数
、｢
得
点
概
算｣

、
備
考
で
構
成
さ
れ
、
備
考
に
詳
細
な
選
挙
区
情
勢
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
警
視
総
監
は
徳
大
寺
実
則
に
宛
て
て
東
京
府
の
票
数
を
含
め
た
選
挙
結
果
を
報
告
し
て
い
る

(

�)

。

つ
ま
り
天
皇
は
、
公
式
の
情
勢
報
告
と
は
別
に
、
品
川
・
内
務
省
を
介
さ
な
い
ル
ー
ト
で
地
方
か
ら
も

｢

良
結
果｣

が
得
ら
れ

る
か
ど
う
か
に
関
し
て
詳
細
な
報
告
を
さ
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
見
れ
ば
、
選
挙
に
お
け
る
天
皇
の
主
導
的
立
場
は
明
ら

か
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

(

三)

選
挙
後
の
天
皇

次
に
、
選
挙
資
金
と
選
挙
後
の
侍
従
派
遣
に
つ
い
て
取
り
上
げ
た
い
。

ま
ず
、
天
皇
と
選
挙
資
金
の
関
わ
り
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る

(

�)

。
解
散
前
の
十
二
月
十
九
日
、
す
で
に
松
方
首
相
は
杉
孫
七
郎
に
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内
閣
機
密
費
二
十
万
円
の
用
立
て
を
依
頼
し
て
い
た

(

�)

。
杉
は

｢

金
を
以
運
動
す
る
事
は
先
般
各
知
事
へ
内
訓
請
合
候
由｣

と
知
事

へ
内
訓
が
あ
っ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る

(

�)

。
選
挙
運
動
費
と
し
て
は
帝
室
費
か
ら
の
支
出
も
検
討
さ
れ
た
が
宮
中
関
係
者
の
反
対
が

あ
り
断
念
さ
れ
、
東
宮
殿
建
築
費
と
し
て
保
管
さ
れ
て
い
た
内
閣
機
密
費
か
ら
五
十
万
円
を
支
出
し
た
。
さ
ら
に
、
松
方
や
大
木

喬
任
文
相
ら
閣
僚
は
選
挙
対
策
に
私
財
も
投
じ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
選
挙
後
天
皇
か
ら
選
挙
へ
の
尽
力
に
報
い
る
た
め
松
方

に
十
万
円
が
下
付
さ
れ
、
補
填
さ
れ
た
形
と
な
っ
た

(

�)

。
佐
々
木
氏
は
、
こ
の
下
付
金
に
つ
い
て
、
支
出
が
選
挙
後
で
あ
る
こ
と
を

理
由
に
天
皇
の
選
挙
へ
の
役
割
は
政
府
に
対
す
る
精
神
的
支
援
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る

(

�)

。
伊
藤
之
雄
氏
は
、
天
皇
は
大
枠
で
は

伊
藤
ら
改
革
派
を
支
持
し
た
が
、
山
県
や
品
川
ら
保
守
派
の
感
情
を
宥
め
る
必
要
を
感
じ
て
バ
ラ
ン
ス
感
覚
か
ら
下
付
し
た
と
解

釈
し
て
い
る

(

�)

。
し
か
し
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
選
挙
に
関
し
て
天
皇
は
改
革
派
と
は
距
離
を
置
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
下
付
金

は
自
ら
の
指
示
通
り
選
挙
に
尽
力
し
た
閣
僚
に
対
す
る
君
主
と
し
て
の
温
情
と
解
釈
す
る
の
が
適
切
で
あ
ろ
う
。

選
挙
後
、
天
皇
は
選
挙
が
激
し
く
争
わ
れ
た
地
域
を
中
心
に

｢

良
民
之
不
幸
モ
亦
不
少｣

と
憂
慮
し
、
侍
従
を
派
遣
し
た

(

�)

。
具

体
的
に
は
三
月
一
日
か
ら
北
条
氏
恭
を
石
川
に
、
毛
利
左
門
を
福
岡
・
佐
賀
・
高
知
に
そ
れ
ぞ
れ
出
張
さ
せ
、
選
挙
の
顛
末
、
政

党
の
動
静
、
選
挙
後
の
人
民
撫
御
の
方
法
を
視
察
さ
せ
た
。
侍
従
は
、
選
挙
後
も
両
派
の
軋
轢
が
収
ま
っ
て
い
な
い
こ
と
、
特
に

高
知
の
人
民
が
行
政
官
吏
や
警
察
官
を
旧
敵
の
如
く
見
て
い
る
こ
と
を
報
告
し
た
。
毛
利
左
門
の

｢

復
申
書｣

に
よ
れ
ば
、
各
県

知
事
が
東
京
出
張
中
の
た
め
書
記
官
や
警
部
長
か
ら
主
に
選
挙
中
の
動
向
と
そ
の
後
に
つ
い
て
聞
き
取
り
を
行
っ
た

(

�)

。
佐
賀
で
は

大
木
・
副
島
種
臣
の
周
旋
で
知
事
が
民
党
派
郡
長
四
人
を
更
迭
し
た
こ
と
、
本
願
寺
派
の
僧
侶
に
説
教
さ
せ
た
こ
と
が
形
勢
逆
転

に
つ
な
が
っ
た
と
考
察
し
、
警
察
が
政
府
支
持
派
を
支
援
し
、
民
党
の
演
説
会
や
懇
親
会
を
国
家
に
害
が
あ
る
と
し
て
中
止
・
解

散
さ
せ
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
高
知
に
つ
い
て
も
地
方
官
・
巡
査
が

｢

順
良
忠
実｣

な
候
補
を
推
薦
し
、
官
吏
も
一
個
人

の
資
格
で
動
き
、
特
に
二
区
で
片
岡
健
吉
の
演
説
会
を
国
民
派
が
妨
害
し
た
こ
と
が
騒
動
の
発
端
だ
と
報
告
し
て
い
る
。
ま
た
、
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｢

明
治
天
皇
御
手
許
書
類｣

に
は
、｢

衆
議
院
議
員
選
挙
ニ
係
ル
騒
乱

(

佐
賀
、
高
知)｣

と
い
う
題
名
の
簿
冊
が
二
つ
存
在
し
、

佐
賀
の
郷
党
会
と
同
成
会
が
提
出
し
た
報
告
書
類
が
含
ま
れ
て
い
る

(

�)

。

こ
の
よ
う
に
、
天
皇
は
選
挙
後
に
閣
僚
の
投
じ
た
私
財
を
補
填
し
、
選
挙
中
か
ら
情
報
を
得
て
い
た
騒
乱
地
域
に
侍
従
を
派
遣

し
て
人
心
の
状
況
を
把
握
さ
せ
、
鎮
撫
の
方
法
を
探
ら
せ
た
。
こ
れ
ら
の
行
動
は
、
内
閣
に
選
挙
に
対
す
る
尽
力
と
良
い
結
果
を

求
め
る
指
示
を
出
し
た
君
主
の
動
き
と
し
て
矛
盾
す
る
と
こ
ろ
な
く
、
一
貫
性
が
み
ら
れ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
総
選
挙
へ
の
尽
力
に
よ
り
議
会
運
営
の
早
期
円
滑
化
を
求
め
た
天
皇
の
決
意
は
並
々
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
意
向
を
松
方
・
品
川
は
地
方
に
伝
え
、
選
挙
で
政
府
支
持
派
候
補
を
支
援
し
、
民
党
議
員
を
落
選
さ
せ
、

議
会
運
営
を
有
利
に
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
。
品
川
に
至
っ
て
は
、
前
日
ま
で
連
続
解
散
論
を
主
張
し
て
い
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、

そ
の
後
は
天
皇
の
求
め
る

｢

良
結
果｣

を
実
現
す
る
た
め
選
挙
対
策
に
全
力
を
挙
げ
た
。

二

松
方
・
品
川
の
指
示
と
府
県
知
事
の
対
応

(

一)

解
散
上
奏
文

十
二
月
二
十
五
日
、
内
閣
は
天
皇
に
衆
議
院
の
解
散
を
上
奏
し
、
天
皇
は
憲
法
第
七
条
に
も
と
づ
き
解
散
を
命
じ
た
。
上
奏
文

に
は
、
第
二
議
会
で
議
会
が
内
閣
提
出
の
予
算
案
な
ど
に
協
力
し
な
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
、｢

臣
等
躬
重
責
に
当
り
国
事
を
以
て

此
の
如
き
議
会
の
賛
画
に
託
す
る
ハ
国
家
の
昌
運
臣
民
の
福
利
と
相
容
れ
ざ
る
こ
と
を
信
ず

(

�)｣

と
、
議
会
が
国
家
の
発
展
を
妨
げ

て
い
る
と
す
る
解
散
理
由
が
書
か
れ
て
い
る
。

こ
れ
を
受
け
て
、
各
地
で
知
事
が
解
散
の
意
味
を
喧
伝
し
始
め
る
。
京
都
に
お
い
て
は
、
北
垣
国
道
知
事
が
上
奏
文
を
取
り
上
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げ
、
議
会
が

｢

国
運
の
発
達
に
於
て
慎
重
の
顧
念
を
欠
き
維
新
以
来
進
歩
の
事
業
及
国
家
経
綸
上
必
要
な
る
急
務
に
排
斥
の
意
を

表
す
る
等
国
家
の
昌
運
人
民
の
福
利
と
相
容
れ
さ
る｣

こ
と
を
広
く
伝
え
る
た
め
、
大
臣
上
奏
書
を
印
刷
し
、
郡
吏
員
、
町
村
吏

員
、
学
校
教
員
、
諸
会
社
、
農
会
組
合
、
選
挙
権
者
に
配
布
し
た

(

�)

。
つ
ま
り
、
解
散
は
議
会
の
民
党
が

｢

国
家
の
昌
運
人
民
の
福

利｣

に
反
す
る
た
め
に
行
わ
れ
た
こ
と
で
あ
る
と
広
め
よ
う
と
し
た
。
ま
た
埼
玉
で
も
知
事
が
解
散
の
意
味
に
つ
い
て

｢

虚
言
浮

説｣

が

｢

民
心
を
惑
乱｣

す
る
の
を
防
ぐ
た
め
に
、
大
臣
上
奏
書
の
趣
旨
を

｢

貫
徹｣

さ
せ
、
人
民
に

｢

国
民
の
大
義
を
誤
ら
し

め
ざ
る
様
精
々
尽
力
せ
ら
る
へ
し｣

と
各
郡
長
に
内
訓
で
命
じ
た

(

�)

。
高
知
で
は
調
所
広
丈
知
事
が
、
県
吏
に
向
け
て
以
下
の
内
容

の
訓
示
を
行
っ
た

(

�)

。

民
党
を
以
て
国
家
を
破
壊
す
る
も
の
と
認
め
、
且
つ

陛
下
の
解
散
を
命
し
玉
ひ
し
前
議
会
の
民
党
員
を
再
選
す
る
は

陛

下
の
聖
旨
を
体
せ
ざ
る
も
の
な
り
。
尚
ほ
強
て
之
を
再
選
す
る
も
の
は
国
賊
な
り
朝
敵
な
り
…
…
苟
も
職
を
現
政
府
に
奉
す

る
も
の
は
予
と
雖
と
も
身
命
を
抛
て
民
党
議
員
の
再
選
を
妨
害
す
べ
し
。
一
個
人
資
格
の
名
義
を
以
て
運
動
す
る
に
は
官
吏

と
雖
と
も
敢
て
法
律
上
差
支
な
き
次
第
な
り
。

こ
れ
に
よ
り
、
民
党
の
前
議
員
を
選
ぶ
者
は

｢

国
賊｣
、｢
朝
敵｣

扱
い
さ
れ
、
県
吏
は
民
党
議
員
の
再
選
阻
止
を
命
じ
ら
れ
た

こ
と
、
県
吏
が

｢

一
個
人
資
格｣

で
選
挙
運
動
す
る
こ
と
は

｢
法
律
上
差
支
な
き｣

こ
と
と
の
指
示
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
各
地
の
知
事
は
、
解
散
は
天
皇
の
指
示
で
民
党
の
前
議
員
を
落
選
さ
せ
る
た
め
に
行
う
と
い
う
説
明
を
し

て
い
た
。
表
現
は

｢

国
賊｣

な
ど
と
過
激
だ
が
、
民
党
議
員
の
再
選
を
憂
慮
す
る
天
皇
の
意
向
に
沿
っ
た
訓
示
で
あ
っ
た
こ
と
は

確
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
天
皇
の
意
向
が
松
方
、
品
川
を
経
由
し
て
地
方
の
府
県
知
事
に
正
確
に
伝
わ
っ
て
い
る
点
は
重
要
で
あ
る
。
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(
二)

解
散
後
の
訓
令

解
散
後
に
出
さ
れ
た
内
務
大
臣
の
訓
令
は
、
明
治
二
十
四
年
十
二
月
二
十
五
日
と
翌
年
二
月
三
日
に
出
さ
れ
た
二
通
で
あ
る

(

�)

。

い
ず
れ
も
選
挙
に
際
し
て
警
察
の
取
締
り
を
強
化
さ
せ
る
一
般
的
な
内
容
で
あ
り
、
実
際
に
先
行
研
究
で
は
そ
の
よ
う
に
解
釈
さ

れ
て
い
る

(

�)
。

ま
ず
、
解
散
当
日
の
訓
令
を
み
る
と
、
後
半
部
分
に

｢

又
議
員
選
挙
等
に
関
し
自
然
法
律
命
令
に
違
反
す
る
等
の
所
為
あ
る
に

於
て
は
毫
も
仮
借
す
る
所
な
く
厳
重
の
処
置
を
為
し
以
て
安
寧
秩
序
を
保
持
す
る
こ
と
を
務
め
ら
る
へ
し｣

と
あ
る
。
念
頭
に
あ
っ

た
の
は
、｢

秩
序
安
寧
を
紊
乱｣
す
る
民
党
候
補
の
み
に
対
す
る
取
締
り
処
置
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
実
際
に
、
佐
賀
県
で

は
警
察
署
長
名
の
通
達
で

｢

毫
も
仮
借
す
る
こ
と
な
く

『

法
律
の
範
囲
内
に
於
て』

厳
然
た
る
所
置
を
執
行
し
彼
等
を
し
て
運
動

の
余
地
な
か
ら
し
む
る
様
致
度

(

�)｣

と
警
察
官
に
命
令
が
出
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
訓
令
を
受
け
取
っ
た
側
は
、
民
党
候
補
の
選
挙

運
動
の
余
地
を
な
く
す
た
め
に

｢

仮
借
す
る
こ
と
な
く｣

、｢

法
律
の
範
囲
内｣

で

｢

厳
然
た
る
処
置｣

を
と
る
こ
と
が
で
き
る
と

い
う
認
識
を
も
っ
た
の
で
あ
る

(

�)

。

二
月
に
入
り
、
各
地
の
選
挙
競
争
が
激
化
し
始
め
た
。
品
川
は
次
の
よ
う
に
松
方
に
伝
え
た

(

�)

。

高
知
、
大
阪
、
富
山
等
血
を
見
せ
は
じ
め
、
今
日
よ
り
十
五
日
間
は
、
寒
中
に
血
花
を
散
ら
す
事
も
候
半
と
憂
慮
仕
候
、
行

掛
り
、
万
不
得
止
事
と
存
候
、
今
日
迄
は
、
存
外
に
各
府
県
と
も
に
静
穏
に
経
過
仕
候

品
川
は
流
血
の
選
挙
騒
動
を
憂
慮
し
な
が
ら
も

｢

行
掛
り｣

か
ら
や
む
を
得
な
い
こ
と
と
認
識
し
、
存
外
に
静
穏
と
述
べ
て
い
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る
。
従
来
、｢

官
民
激
突
は
あ
る
程
度
既
定
の
事
実
と
考
え
て
い
た
節
が
あ
る｣

と
解
釈
さ
れ
て
き
た
が
、
な
ぜ

｢

既
定
の
事
実｣

な
の
か
に
つ
い
て
は
何
も
説
明
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た

(

�)

。
こ
れ
ま
で
看
過
さ
れ
て
き
た
が
、
品
川
が
流
血
事
態
を
憂
慮
し
た
上
で
事

態
を
存
外
に
静
穏
と
み
る
の
は
、
よ
り
激
し
い
流
血
騒
動
が
発
生
し
て
も
お
か
し
く
な
い
状
況
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

そ
れ
ほ
ど
の
や
む
を
得
な
い

｢

行
掛
り｣

と
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
通
り
、
天
皇
の
意
向
で
こ
の
選
挙
一
回
で
決
着
を
つ
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
こ
と
と
推
測
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
激
し
い
干
渉
が
な
け
れ
ば
民
党
の
議
席
を
奪
う
こ
と
は
容
易
で
は

な
い
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
る

(

�)

。

か
か
る
状
況
を
ふ
ま
え
て
二
月
三
日
、
内
務
大
臣
か
ら
各
府
県
に
再
び
訓
令
が
出
さ
れ
た
。
以
下
の
通
り
、
再
度
の
取
締
り
強

化
を
命
じ
た
内
容
に
み
え
る

(
�)
。

此
際
一
層
警
察
の
注
意
を
周
到
に
し
予
防
の
取
締
を
厳
密
に
し
万
一
殺
傷
等
の
事
件
を
生
す
る
と
き
は
直
ち
に
其
犯
人
を
逮

捕
す
る
様
厳
重
取
締
注
意
せ
ら
る
へ
し

し
か
し
、
高
知
で
は
、
訓
令
の
内
容
と
は
異
な
る
措
置
が
内
相
自
身
に
よ
っ
て
執
ら
れ
て
い
る
。
高
知
二
区
は
国
民
派
と
自
由

派
の
勢
力
が
均
衡
し
て
い
た
た
め
、
警
官
、
壮
士
が
加
わ
っ
て
暴
動
が
拡
大
し
て
い
た
。
一
月
二
十
九
日
、
農
商
務
省
管
轄
の
小

林
区
署
に
暴
徒
が
乱
入
し
、
川
島
亨
一
郎
署
長
と
親
族
二
名
が
重
傷
を
負
う
事
件
が
発
生
し
た
。
こ
の
事
件
を
受
け
て
、
二
月
四

日
、
陸
奥
農
商
務
相
は
内
務
省
に
対
し
て
署
員
の
安
全
確
保
を
要
請
し
た
が
、
品
川
は
党
派
に
関
係
し
て
い
な
い
こ
と
を
取
締
強

化
の
条
件
と
し
て
挙
げ
、
積
極
的
に
治
安
回
復
を
図
ろ
う
と
し
な
か
っ
た

(
�)
。
結
局
、
陸
奥
は
高
知
大
林
区
署
長
に
対
し
て
署
員
の

選
挙
へ
の
関
与
を
戒
め
る
指
令
を
出
し
た
上
で
再
度
品
川
に
安
全
確
保
を
求
め
た
。
品
川
は
こ
れ
に
応
じ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
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対
応
は
民
党
支
持
者
に
対
し
て
は
安
全
を
保
証
し
な
い
と
受
け
取
れ
る
も
の
で
あ
り
、
三
日
に
自
ら
が
発
し
た

｢

厳
重
取
締｣

と

は
ほ
ど
遠
い
対
応
で
あ
っ
た
。

し
か
も
、
三
日
の
訓
令
を
受
け
て
園
田
安
賢
警
視
総
監
が
各
警
察
署
長
に
出
し
た
訓
令
は
、
以
下
の
内
容
で
あ
っ
た

(

�)

。

不
逞
の
徒
は
此
際
機
に
乗
し
如
何
な
る
不
穏
の
企
を
為
し
或
は
危
険
な
る
行
為
を
計
る
も
の
万
無
き
を
保
し
難
し
各
署
長
に

在
り
て
は
…
…
尚
ほ
充
分
視
察
を
遂
け
苟
も
国
家
に
害
を
謀
る
も
の
あ
る
時
は
未
発
に
之
を
防
制
し
得
る
様
精
々
注
意
せ
ら

る
へ
し

先
の
解
散
当
日
と
同
様
、
一
般
的
な
内
容
に
見
え
る
内
相
の
訓
令
を
受
け
て
出
さ
れ
た
警
視
総
監
の
訓
令
は
、｢

国
家
に
害
を

謀
る
も
の｣

の
行
為
を

｢

未
発
に
防
制｣
す
る
よ
う
注
意
す
る
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
秩
序
を
乱
す
過
激
派
、
す
な
わ
ち
民
党
側

が
取
締
り
強
化
の
対
象
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
。
地
方
の
現
場
に
お
い
て
は
内
相
の
公
式
の
訓
令
を
文
字
通
り
に
は
受
け
取
っ

て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

(

三)

松
方
・
品
川
内
諭

公
に
出
さ
れ
た
訓
令
二
通
以
外
に
、
明
治
二
十
四
年
十
二
月
二
十
八
日
に
は
内
相
か
ら
知
事
へ
親
展
書
に
よ
る
命
令
も
出
さ
れ

た

(

�)

。
新
聞
報
道
に
よ
れ
ば
、
そ
の
内
容
は

｢

成
る
へ
く
厳
正
中
正
不
偏
不
党
の
名
士
を
選
挙
せ
し
む
る
こ
と
に
注
意
し
且
つ
従
来

政
党
に
関
係
深
き
官
吏
は
断
然
免
職
せ
し
む
る
こ
と｣

で
あ
っ
た

(

�)

。
各
地
で
知
事
が
民
党
派
郡
長
に
代
え
て
選
挙
干
渉
に
積
極
的

な
人
物
を
次
々
と
起
用
し
た
の
は
、
こ
の
指
示
を
実
行
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
当
時
福
井
県
知
事
で
あ
っ
た
牧
野
伸
顕
の
回
想
に
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も
、｢

な
る
べ
く
中
正
の
人
物
を
挙
げ
る
よ
う
に
尽
力
し
て
貰
い
た
い
と
の
大
体
の
希
望
を
、
熱
意
を
込
め
て
慫
慂
さ
れ
た｣

と

あ
り
、
中
正
の
人
物
を
選
出
す
る
よ
う
に
指
示
が
な
さ
れ
た

(

�)

。
品
川
自
身
、
八
月
八
日
、
遊
説
先
の
熊
本
に
お
い
て

｢

弥
二
は
時

の
内
務
大
臣
と
し
て
総
選
挙
に
は
力
を
尽
し
て
破
壊
主
義
者
の
議
員
に
選
まマ

マ

れ
さ
ら
ん
事
を
計
れ
り｣

と
明
言
し
た

(

�)

。
ま
た
、
九

州
遊
説
後
の
品
川
に
対
し
て
自
由
党
員
が
選
挙
干
渉
を
問
い
質
し
た
と
き
、
品
川
は

｢

時
の
内
務
大
臣
弥
二
は
地
方
長
官
に
向
け

夫
々
訓
令
し
た
り
此
干
渉
し
た
る
こ
と
は
自
分
は
当
然
と
思
ふ
な
り｣

と
答
え
た
と
い
う

(

�)

。
九
州
遊
説
中
に
品
川
が
干
渉
を
公
言

し
た
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
が
、
知
事
に
対
し
て
そ
れ
ぞ
れ
訓
令
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
府
県
に
よ
っ
て
訓
令
の
内
容
が
異
な
っ

て
い
た
可
能
性
を
示
し
て
い
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
親
展
書
の
日
付
が
、
第
二
章
で
紹
介
し
た
松
方
が
品
川
に
選
挙
状
況
に
つ
い

て
天
皇
に
奏
上
す
る
こ
と
を
求
め
た
日
と
同
日
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
選
挙
干
渉
に
関
し
て
、
天
皇
か
ら
松
方
、
品
川

を
経
由
し
、
府
県
知
事
へ
と
指
示
が
垂
直
的
に
降
り
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

松
方
も
天
皇
の
指
示
に
従
っ
て
知
事
に
直
接
内
諭
を
送
っ
て
い
る
。
佐
々
木
隆
氏
は
、
地
方
官
か
ら
松
方
に
宛
て
た
書
簡
の
分

析
に
よ
り
、
松
方
と
品
川
の
内
諭
に
つ
い
て
、｢

松
方
内
諭
は
地
方
長
官
に
政
府
支
持
議
員
が
新
議
院
で
多
数
を
占
め
る
よ
う
投

票
誘
導
の
努
力
を
求
め
た
も
の
、
品
川
内
諭
は
同
趣
旨
の
下
に
細
部
を
指
示
し
た
も
の｣

と
位
置
づ
け
て
い
る

(

�)

。
佐
々
木
氏
の
見

解
を
検
討
す
る
た
め
、
両
内
諭
の
内
容
に
つ
い
て
改
め
て
検
討
し
、
そ
の
後
、
内
諭
を
受
け
た
知
事
の
行
動
に
つ
い
て
考
察
し
た

い
。ま

ず
、
内
容
に
関
し
て
、
永
峰
弥
吉
宮
崎
県
知
事
は
、｢

御
内
訓
之
次
第
も
有
之
、
生
等
平
生
之
志
操
勃
興
奮
発
、
可
及
的
尽

力
周
旋
仕
候
、
…
…
不
案
内
之
生
地
ニ
御
座
候
間
、
万
々
不
行
届
之
義
不
少
候
…
…
深
ク
恐
懼
痛
心
罷
在
候｣

と
述
べ
、
さ
ら
に

｢

今
度
ハ
特
ニ
親
書
ヲ
賜
候
、
付
而
は
、
一
層
興
起
仕
候
義
ニ
御
座
候｣
と
松
方
に
伝
え
て
い
る

(

�)

。
両
内
諭
を
読
み
、｢

志
操｣

が

｢

勃
興
奮
発｣

、｢

興
起｣

し
、
失
敗
を

｢

恐
懼｣

す
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
限
定
的
に

｢

投
票
誘
導
の
努
力｣

を
命
じ
た
も
の
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と
は
通
常
考
え
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
船
越
衛
宮
城
県
知
事
は
、
松
方
か
ら
の
二
十
七
日
付｢

御
願
書｣

を
二
十
九
日
に
受
け
取
り
、

解
散
に
つ
い
て
は

｢

縷
々
ノ
尊
命｣

を
謹
ん
で
承
り
、｢

如
貴
命
、
内
務
大
臣
よ
り
も
、
厚
御
訓
示
有
之
、
於
拙
生
も
、
乍
不
及
、

兼
而
、
覚
悟
罷
存
候
得
ハ
、
十
分
注
意
仕
居
候｣

と
述
べ
た
。
そ
し
て
、
選
挙
区
の
現
状
を
伝
え
た
後
、｢

右
両
区
之
競
争
ハ
、

尤
甚
シ
カ
ル
ベ
ク
奉
存
候
、
其
他
も
、
改
自
相
合
シ
テ
、
一
方
ト
競
争
致
候
に
付
、
寸
時
も
油
断
ハ
不
仕
、
精
々
、
注
意
ヲ
加
へ
、

目
的
可
相
達
奉
存
候
間
、
其
段
ハ
、
御
安
意
被
下
度
候｣

と
述
べ
た

(

�)

。

こ
れ
に
よ
り
、
首
相
、
内
相
か
ら
の
内
諭
が
知
事
に
対
し
て
地
方
の
状
況
を
報
告
さ
せ
、
選
挙
に
覚
悟
を
も
っ
て
注
意
し
、
油

断
せ
ず
目
的
を
達
す
る
よ
う
に
と
い
う
内
容
で
あ
っ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

ま
た
、
選
挙
長
と
し
て
選
挙
に
干
渉
し
た
高
知
県
高
岡
郡
長
・
中
摩
速
衛
の
次
の
述
懐
は
、
品
川
内
諭
の
内
容
に
ふ
れ
て
い
る

(

�)

。

内
務
大
臣
の
命
令
で
政
府
党
た
る
国
民
派
の
候
補
を
当
選
せ
し
む
べ
く
勧
誘
に
干
渉
に
全
力
を
尽
せ
と
の
内
命
が
あ
り
、
私

は
知
事
か
ら
沢
山
の
金
を
渡
さ
れ
た
。
そ
れ
で
私
は
そ
の
金
を
撒
い
て
投
票
の
買
収
に
取
り
か
ゝ
り
郡
書
記
は
も
ち
ろ
ん
警

察
当
局
と
協
力
し
て
ド
シ
ド
シ
金
を
使
つ
た
。
所
が
匹
夫
婦
女
子
に
至
る
ま
で
一
人
と
し
て
金
を
受
取
る
者
が
無
い
の
み
な

ら
ず
、
金
だ
と
云
え
ば
却
て
激
昂
し
て
反
対
の
熱
が
高
ま
る
の
で
全
く
手
の
つ
け
よ
う
が
な
く
な
っ
た
。
そ
こ
で
や
む
を
得

ず
腕
力
に
訴
え
警
官
等
を
し
て
乱
暴
を
働
か
せ
到
る
所
に
怪
我
人
を
つ
く
つ
た
。

中
摩
に
よ
れ
ば
、
品
川
内
諭
は
政
府
支
持
派
当
選
の
た
め
に
勧
誘
と
干
渉
に
全
力
を
尽
く
せ
と
い
う
内
容
で
あ
っ
た
。
勧
誘
に

つ
い
て
は
投
票
誘
導
と
解
釈
で
き
る
が
、
干
渉
も
指
示
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
中
摩
も
最
初
は
金
に
よ
る
投
票

買
収
に
よ
る
運
動
を
行
っ
た
が
、
逆
効
果
と
な
り
批
判
さ
れ
、
最
後
は
腕
力
で
押
し
切
ろ
う
と
し
た
と
い
う
干
渉
に
至
る
順
序
が
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明
ら
か
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
両
内
諭
は
、
勧
誘
の
み
な
ら
ず
干
渉
に
よ
っ
て
選
挙
の
目
的
で
あ
る
政
府
支
持
派
当
選
を
、
覚
悟
を
も
っ

て
実
現
す
る
よ
う
強
く
働
き
か
け
た
と
解
釈
す
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

(

四)

府
県
知
事
の
対
応

次
に
、
内
諭
を
受
け
た
知
事
の
対
応
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
佐
々
木
氏
は
、
高
知
県
の
調
所
広
丈
知
事
を
例
に
と
っ
て
、
干
渉

に
熱
心
な
知
事
は
両
内
諭
に
対
し
て
従
順
で
は
な
か
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
実
際
の
調
所
知
事
の
行
動
を
考
察
し
た

い
。調

所
知
事
は
選
挙
期
間
の
早
い
段
階
か
ら

｢

種
々
ノ
事
情
ニ
カ
ラ
マ
レ
、
複
雑
ノ
境
遇｣

に
置
か
れ
、
危
機
的
事
態
を
鎮
静
化

す
る
力
を
す
で
に
持
っ
て
い
な
か
っ
た
(
�)
。
か
か
る
状
況
で
、
調
所
は
二
月
六
日
、
松
方
に
書
簡
を
送
り
、｢

御
命
令
通
リ
法
律
ノ

範
囲
内
ニ
於
テ
運
動
可
仕
候
間
、
御
承
知
可
被
下
候
、
併
、
民
党
ハ
県
庁
カ
法
律
外
之
事
ヲ
ス
ル
ト
云
ヒ
テ
、
陥
イ
レ
ン
ト
、
様
々

手
段
ヲ
尽
シ
居
候｣

と
、
自
由
派
の

｢

示
威
運
動｣
や

｢

大
勢
喧
噪
徘
徊

(

�)｣

に
よ
る
攻
撃
や
干
渉
中
止
の
申
し
入
れ
な
ど
を
理
由

に
し
て
、｢

撰
挙
終
リ
次
第
、
直
ニ
依
頼
免
官｣

す
る
こ
と
を
懇
願
し
た

(

�)

。
し
か
し
選
挙
後
、
調
所
は
そ
の
希
望
に
反
し
留
任
と

な
っ
た
。
そ
の
後
、
選
挙
干
渉
の
更
迭
人
事
に
よ
り
、
鳥
取
県
知
事
に
転
任
と
な
っ
た
が
、
よ
り
治
め
や
す
い
愛
知
県
知
事
へ
の

転
任
を
松
方
首
相
に
次
の
よ
う
に
懇
願
し
た

(

�)

。

広
丈
ハ
廿
二
年
六
月
、
閣
下
并
ニ
黒
田
伯
閣
下
ト
ノ
御
厳
命
ニ
依
リ
、
高
知
県
ヘ
任
命
仕
リ
、
不
及
ナ
カ
ラ
微
力
ヲ
尽
シ
、

有
名
之
難
県
、
兎
ヤ
角
平
穏
ニ
纏
メ
…
…
其
間
度
々
転
任
之
懇
願
ハ
仕
候
得
共
、
御
許
容
無
之
、
終
ニ
今
日
之
結
果
ト
罷
成
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リ
候
事
ニ
有
之
、
其
四
年
間
ノ
間
、
他
地
方
ニ
更
迭
ノ
好
場
所
も
有
之
候
得
共
、
一
度
も
恩
命
ニ
議
シ
無
之
候
事
ニ
付
、
今

度
幸
ヒ
ニ
愛
知
県
ニ
好
地
方
有
之
候
事
ニ
付
、
何
卒
右
場
所
ヘ
転
任
仕
候
様
、
被
成
下
度
、
其
迄
度
々
懇
願
仕
候
事
情
御
酌

量
被
下
候
ハ
ヽ
、
決
シ
テ
、
無
謂
、
願
意
ト
モ
思
召
被
下
間
敷
…
…

こ
れ
に
よ
り
、
調
所
が
選
挙
以
前
か
ら
何
度
も
治
め
や
す
い
場
所
へ
の
転
任
を
希
望
し
て
い
た
こ
と
、
松
方
と
黒
田
の
厳
命
に

従
っ
て
有
名
な

｢
難
県｣

を
ま
と
め
て
き
た
自
分
の
転
任
希
望
は
言
わ
れ
な
き
も
の
と
は
見
な
し
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る

(

�)

。

こ
の
件
に
関
し
て
、
佐
々
木
氏
は
、
松
方
の
指
示
が

｢

法
律
の
厳
守
―
干
渉
の
停
止｣

で
あ
り
、
調
所
は

｢

事
態
を
積
極
的
に

鎮
静
化
す
る
意
思
は
無
く｣
、
知
事
辞
意
表
明
は

｢

開
き
直
り｣

で
、｢

過
度
の
忠
誠
に
奔
っ
た｣

と
と
ら
え
て
い
る

(

�)

。
そ
し
て
、

こ
の
解
釈
は
開
き
直
っ
た
知
事
が
政
府
の
意
向
を
無
視
し
た
独
自
判
断
の
末
に
暴
走
し
、
流
血
の
事
態
を
引
き
起
こ
し
た
と
い
う

暴
発
説
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
調
所
を
め
ぐ
る
一
連
の
転
任
騒
動
を
み
れ
ば
、
調
所
は
松
方
の
指
示
通
り
、
県
吏
に

法
律
の
範
囲
内
で
一
個
人
の
資
格
を
も
っ
て
民
党
議
員
を
落
選
さ
せ
る
よ
う
訓
令
を
出
し
た
が
、
そ
れ
が
干
渉
と
受
け
取
ら
れ
、

難
治
県
で
あ
る
高
知
の
激
し
い
選
挙
戦
の
中
で
事
態
を
収
拾
す
る
力
を
失
い
、
失
意
の
う
ち
に
治
め
や
す
い
県
へ
の
転
出
を
懇
願

し
た
と
解
釈
す
る
の
が
自
然
だ
ろ
う
。

ま
た
、
佐
々
木
氏
の
暴
発
説
は
、
松
方
や
品
川
が
法
令
遵
守
や
治
安
維
持
を
命
令
し
た
に
も
拘
わ
ら
ず
流
血
の
事
態
に
至
っ
た

理
由
と
し
て
、
死
傷
者
が
多
く
出
た
十
府
県
の
知
事
に
薩
摩
閥
、
古
参
地
方
官
が
多
く
、｢

彼
ら
が
内
務
省
の
黙
過
を
見
越
し
て

干
渉
に
奔
っ
た
可
能
性｣

を
挙
げ
て
い
る

(

�)

。
佐
々
木
説
を
支
持
す
る
飯
塚
一
幸
氏
も
、
流
血
の
事
態
と
各
府
県
で
の
干
渉
の
バ
ラ

つ
き
の
原
因
と
し
て
知
事
が
干
渉
を
仕
切
り
責
任
を
負
う
し
く
み
だ
っ
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
る

(

�)

。

こ
の
主
張
の
当
否
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
数
量
的
に
検
討
し
た
い
。
ま
ず
、
府
県
知
事
を
属
性
で
二
つ
に
分
け
る
。
第
一
に
藩

122



明治二十五年・選挙干渉事件と立憲政治

123

表２ 府県別議席変化と知事の属性

府県 定数 第２回 第１回 増 減 知事氏名 記号 出身着実 過激 着実 過激 差 割合
１ 佐賀県 � � � � � � ����� 樺山資雄 薩 薩摩
２ 富山県 � � � � � � ���� 森山 茂 奈良
３ 石川県 � � � � � � ���	 岩山・武井 薩・姫路
４ 鳥取県 
 
 � � � � ���	 西村亮吉 土佐
５ 徳島県 � � � � � 
 ���� 関 義臣 福井
６ 岐阜県 	 	 � 
 � � �	�� 小崎利準 古 三重
７ 鹿児島県 	 � 
 � 	 � �	�� 山内堤雲 黒 幕臣
８ 山形県 � � � 
 
 
 ���� 長谷部辰連 黒 福井
９ 高知県 � � � � � � ���� 調所広丈 黒 薩摩
10 長崎県 	 � � � � 
 ���� 中野健明 佐賀
11 岩手県 � � � � 
 � ���� 服部一三 長 長州
12 宮崎県 
 � � � � � 

�
 永峰弥吉 幕臣
13 三重県 	 � 
 � � � ���� 成川尚義 古 上総
14 青森県 � � 
 � � � ���� 佐和 正 仙台
15 福井県 � � 
 � � � ���� 牧野伸顕 薩 薩摩
16 滋賀県 � � � 
 � � ���� 大越 亨 福島
17 大阪府 �� � � 	 
 � ���� 山田信道 古 熊本
18 兵庫県 �� 
 � � �� � ���	 周布公平 長 長州
19 京都府 	 � � � � � ���
 北垣国道 古 鳥取
20 福岡県 � � � 	 � � ���� 安場保和 古 熊本
21 東京府 �� � � 	 � � ��
 富田鉄之助 仙台
22 山口県 	 	 � 	 � � ��� 原 保太郎 京都
23 和歌山県 � � � � � � ��� 千田・沖 薩・鳥取
24 奈良県 � � � � � � ��� 小牧昌業 黒 薩摩
25 熊本県 � 	 � 	 � � ��� 松平正直 古 福井
26 島根県 � � � � � � ��� 篠崎五郎 薩 薩摩
27 広島県 �� � � � � � ��� 鍋島 幹 佐賀
28 宮城県 � � � � � � ��� 船越 衛 古 広島
29 岡山県 � � � � � � ��� 千阪�雅 米沢
30 長野県 � 
 � 
 � � ��� 浅田徳則 京都
31 新潟県 �
 � �� � �� � ��� 籠手田安定 長崎
32 栃木県 � � � � � � ��� 折田平内 黒 薩摩
33 千葉県 � � � � 	 � ���� 藤島正健 松 熊本
34 茨城県 � 
 � � � � ���� 石井省一郎 岩手
35 埼玉県 � � � 
 � � ���� 久保田貫一 兵庫
36 愛媛県 	 � 	 � � � ���
 勝間田稔 長 長州
37 大分県 � 
 
 � � � ���	 岩崎小二郎 松 長崎
38 秋田県 � � � � 
 � ���� 鈴木大亮 黒 仙台
39 香川県 � � � � 
 � ���� 谷森真男 東京
40 福島県 	 
 � � � � ���� 渡辺 清 長崎
41 神奈川県 	 � 	 � � � ���� 内海忠勝 古 長州
42 山梨県 
 � � 
 � � 

�
 中島錫胤 徳島
43 愛知県 �� � � �� � � 
��� 千田貞暁 薩 薩摩
44 静岡県 � � 	 � � 
 
	�� 時任為基 黒 薩摩
45 群馬県 � � � 
 � � ���� 中村元雄 松 大分


�� ��� �
� ��� �����	

記号凡例：薩 (薩摩出身)､ 長 (長州出身)､ 古 (古参地方官)､ 黒 (黒田系官僚)､ 松 (松方
系官僚)｡

注：当選者の分類､ 数字は ｢衆議院総選挙議員候補者名簿｣ (｢品川弥二郎文書｣) にもとづ
く｡ ｢着実｣ は政府支持派､ ｢過激｣ は民党を指している｡



閥
の
危
機
か
ら
自
発
的
に
干
渉
に
乗
り
出
す
可
能
性
が
高
い
薩
長
出
身
者
、
黒
田
・
松
方
系
官
僚
、
古
参
地
方
官
の
知
事
計
二
十

五
名

(

�)

、
第
二
に
そ
れ
以
外
二
十
名
と
す
る

(

�)

。
そ
し
て
、
干
渉
成
功
と
失
敗
の
そ
れ
ぞ
れ
に
第
一
属
性
の
知
事
が
占
め
る
割
合
を
比

べ
て
み
る
。
暴
発
説
が
正
し
け
れ
ば
、
第
一
属
性
の
知
事
は
成
功
に
多
く
失
敗
に
少
な
い
は
ず
で
あ
る
。
第
一
回
総
選
挙
か
ら
第

二
回
総
選
挙
に
か
け
て
の
政
府
派
議
員
の
増
減
を
府
県
別
に
定
数
に
占
め
る
割
合
で
順
位
づ
け
し
、
成
功
は
割
合
が
プ
ラ
ス
の
府

県
と
増
減
な
し

(
政
府
派
が
優
位)

と
し
、
失
敗
は
マ
イ
ナ
ス
の
府
県
と
増
減
な
し

(

民
党
が
優
位)

と
す
る
。
そ
の
結
果
、
表

２
の
通
り
、
第
一
属
性
の
知
事
は
成
功
二
十
八
人
の
う
ち
十
六
人

(

五
十
七
％)

、
失
敗
十
六
人
の
う
ち
九
人

(

五
十
六
％)

と

な
っ
た

(

�)

。
そ
の
差
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

つ
ま
り
、
自
発
的
に
干
渉
に
乗
り
出
す
可
能
性
の
高
い
知
事
と
そ
う
で
は
な
い
知
事
と
で
成
否
に
差
が
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、

薩
長
・
古
参
地
方
官
な
ど
の
知
事
の
属
性
で
は
府
県
ご
と
の
選
挙
結
果
の
違
い
を
説
明
で
き
な
い

(

�)

。
し
た
が
っ
て
、
佐
々
木
氏
の

暴
発
説
に
つ
い
て
は
、
先
述
の
調
所
の

｢
開
き
直
り｣

と
合
わ
せ
、
実
態
に
合
わ
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
結

果
は
全
国
的
に
干
渉
が
行
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
も
示
し
て
お
り
、
知
事
に
天
皇
か
ら
の
命
令
が
伝
わ
り
実
行
さ
れ
た
こ
と
の
傍
証

と
な
る
。

お
わ
り
に

本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
こ
と
を
ま
と
め
、
立
憲
政
治
と
の
関
連
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

ま
ず
、
解
散
・
総
選
挙
を
め
ぐ
る
藩
閥
内
の
対
立
に
つ
い
て
、
従
来
の
研
究
は
そ
の
構
図
を
単
純
化
し
す
ぎ
て
い
た
。
実
際
に

は
五
つ
の
議
論
が
存
在
し
、
解
散
・
総
選
挙
は
藩
閥
体
制
と
立
憲
体
制
の
二
重
の
危
機
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
品
川

124



弥
二
郎
や
山
県
有
朋
が
憲
法
停
止
論
を
主
張
し
て
い
た
と
い
う
事
実
は
な
く
、
彼
ら
の
連
続
解
散
論
に
は
一
回
で
決
着
を
つ
け
る

論
理
が
内
包
さ
れ
て
い
た
。

そ
し
て
、
議
会
運
営
の
行
き
詰
ま
り
を
憂
慮
し
た
明
治
天
皇
は
、
解
散
決
定
か
ら
閣
内
の
主
導
権
を
握
り
、
松
方
に
直
接
、
今

回
の
総
選
挙
で
尽
力
し
政
府
に
と
っ
て
良
い
結
果
を
出
す
よ
う
指
示
し
た
。
解
散
前
後
に
選
挙
一
回
で
決
着
を
つ
け
る
案
を
示
し

た
政
治
家
は
お
ら
ず
、
天
皇
主
導
の
政
治
関
与
で
あ
っ
た
。
指
示
を
受
け
て
、
松
方
は
品
川
内
相
に
対
し
て
選
挙
の
見
込
み
を
天

皇
に
奏
上
す
る
よ
う
促
し
た
。
前
日
ま
で
連
続
解
散
論
を
唱
え
て
い
た
品
川
は
、
指
示
を
受
け
一
度
の
総
選
挙
で
結
果
を
出
す
た

め
に
動
き
始
め
、
府
県
知
事
に
対
し
て
勧
誘
と
干
渉
と
い
う
選
挙
対
策
を
具
体
的
に
指
示
し
、
天
皇
に
選
挙
情
勢
を
随
時
報
告
し

た
。
品
川
は
内
務
大
臣
と
し
て
、
天
皇
の
明
確
な
指
示
に
従
い
選
挙
に
成
果
を
出
す
責
任
と
治
安
を
維
持
す
る
責
任
と
の
間
で
板

挟
み
に
な
っ
て
い
た
。
流
血
の
事
態
を
｢

憂
慮｣

し
な
が
ら

｢

行
掛
り
、
万
不
得
止
事｣

と
述
べ
た
言
葉
は
ま
さ
に
そ
れ
を
象
徴

し
て
い
る
。
ま
た
、
二
度
も
取
締
り
を
厳
格
に
す
る
よ
う
府
県
知
事
に
求
め
る
訓
令
を
出
し
な
が
ら
、
自
ら
そ
れ
を
破
る
よ
う
な

対
応
を
し
た
こ
と
も
そ
の
現
れ
で
あ
る
。
民
党
候
補
を
落
選
さ
せ
る
こ
と
の
困
難
さ
を
知
る
品
川
は
、
最
終
的
に
は
厳
重
取
締
り

に
よ
る
治
安
維
持
よ
り
も
天
皇
の
求
め
る
選
挙
の
成
果
を
優
先
す
る
こ
と
を
選
ば
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

府
県
知
事
も
、
天
皇
が
求
め
る
選
挙
へ
の
尽
力
・
成
果
と
松
方
・
品
川
が
求
め
る
治
安
維
持
・
法
令
遵
守
と
の
間
で
板
挟
み
に

な
っ
た
。
公
式
の
訓
令
が
力
を
も
た
ず
現
場
で
無
視
さ
れ
た
の
は
、
一
部
の
知
事
が
独
自
判
断
で
暴
走
し
た
の
で
は
な
く
、
よ
り

高
次
の
命
令
者
で
あ
る
天
皇
に
従
っ
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
そ
し
て
法
令
を
遵
守
し
た
の
で
は
到
底
成
果
を
得
ら
れ
な
い
地
域
で

は
過
度
に
干
渉
が
な
さ
れ
、
反
発
し
た
民
党
と
の
間
で
衝
突
が
起
き
、
流
血
の
事
態
に
ま
で
発
展
し
た
。
特
に
暴
発
説
に
よ
っ
て
、

知
事
暴
走
の
根
拠
と
な
る

｢

開
き
直
り｣

の
態
度
と
解
釈
さ
れ
て
き
た
高
知
県
の
調
所
知
事
の
辞
意
表
明
は
、
実
は
無
力
感
と
失

意
の
転
任
希
望
で
あ
り
、
最
も
困
難
な
状
況
に
お
け
る
最
も
深
い
苦
悩
の
現
れ
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
干
渉
は
知
事
の
薩
長
出
身
・

明治二十五年・選挙干渉事件と立憲政治
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古
参
地
方
官
な
ど
の
属
性
に
は
関
係
な
く
全
国
で
行
わ
れ
、
過
度
な
干
渉
も
天
皇
の
結
果
を
求
め
る
命
令
に
応
じ
る
行
動
と
し
て

正
当
化
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
か
ら
、
流
血
の
事
態
の
発
端
は
天
皇
の
指
示
に
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
よ
っ
て
暴
発
説
は
成
り
立

た
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
選
挙
干
渉
は
天
皇
の
指
示
を
発
端
と
し
系
統
的
指
令
に
も
と
づ
い
て
行
わ
れ
た
。
天
皇
が
選
挙
時
に
特
定
勢

力
の
当
選
あ
る
い
は
落
選
を
求
め
る
こ
と
自
体
が
選
挙
に
対
す
る
干
渉
で
あ
る
と
い
え
る
。
た
だ
し
、
天
皇
は

｢

干
渉
せ
よ｣

と

直
接
述
べ
た
わ
け
で
は
な
い
た
め
、
内
容
と
し
て
干
渉
指
示
で
あ
っ
た
の
か
は
検
討
の
余
地
が
あ
る
。
坂
野
潤
治
氏
は
、
天
皇
が

選
挙
干
渉
を

｢

命
じ
た
に
ひ
と
し
い｣

と
実
質
的
意
味
に
お
い
て
干
渉
指
示
と
と
ら
え

(

�)

、
佐
々
木
隆
氏
は
、
具
体
的
方
策
に
踏
み

込
ま
な
け
れ
ば
干
渉
指
示
と
は
み
な
さ
な
い
立
場
で
あ
る

(

�)

。
本
稿
で
は
天
皇
が
連
続
解
散
論
を
憂
慮
し
た
こ
と
を
重
視
し
た
い
。

す
な
わ
ち
、
天
皇
は
議
会
で
優
勢
な
民
党
勢
力
の
段
階
的
削
減
で
は
な
く
、
一
度
の
選
挙
で
政
府
支
持
派
優
勢
に
逆
転
さ
せ
早
期

に
決
着
を
つ
け
る
決
断
を
下
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
通
常
の
方
法
で
は
実
現
困
難
で
あ
り
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
現
場
で
は
過

度
な
干
渉
か
ら
流
血
の
事
態
が
引
き
起
こ
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
具
体
的
方
策
に
踏
み
込
ま
ず
と
も
干
渉
指
示
と
と
ら
え
る

方
が
妥
当
だ
ろ
う
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
学
説
対
立
に
関
し
て
は
坂
野
氏
の
系
統
的
指
令
説
に
軍
配
が
上
が
る
。

ま
た
、
本
稿
で
は
第
二
回
総
選
挙
に
対
す
る
天
皇
の
一
貫
し
た
積
極
的
姿
勢
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
れ
を
み
れ
ば
、
佐
々
木
氏

や
伊
藤
氏
が
唱
え
て
き
た
、
明
治
立
憲
制
の
当
初
か
ら
権
力
を
抑
制
的
に
行
使
す
る
立
憲
君
主
と
し
て
の
天
皇
を
強
調
す
る
評
価

は
修
正
の
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
選
挙
干
渉
に
お
け
る
天
皇
の
政
治
関
与
は
、
基
本
的
に
は
立
憲
体
制
に
お
い
て
受
動
的

君
主
で
あ
る
天
皇
が
、
危
機
に
際
し
て
能
動
的
に
命
令
を
発
し
た
重
要
な
事
例
と
み
る
方
が
妥
当
で
あ
ろ
う

(

�)

。
そ
し
て
、
そ
の
主

導
的
姿
勢
と
結
果
と
し
て
の
流
血
の
惨
事
は
、
干
渉
か
ら
距
離
を
置
き
新
党
結
成
を
主
張
し
た
伊
藤
博
文
の
発
言
力
を
強
め
、
立

憲
主
義
的
政
治
運
営

(

�)

が
定
着
す
る
一
つ
の
要
因
と
な
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

126



結
論
と
し
て
、
明
治
二
十
五
年
・
選
挙
干
渉
事
件
と
は
、
連
続
解
散
を
憂
慮
し
早
期
決
着
を
目
指
す
明
治
天
皇
に
よ
っ
て
一
度

の
選
挙
で
議
会
運
営
を
円
滑
化
で
き
る
結
果
を
出
す
こ
と
を
命
じ
ら
れ
た
松
方
・
品
川
や
全
国
の
知
事
が
、
治
安
維
持
や
法
令
遵

守
と
の
間
で
板
挟
み
に
な
り
な
が
ら
、
最
終
的
に
天
皇
の
命
令
を
優
先
さ
せ
た
た
め
に
各
地
で
騒
乱
が
起
き
た
事
件
で
あ
る
。
ま

た
、
立
憲
体
制
確
立
後
に
お
い
て
明
治
天
皇
が
能
動
的
に
権
力
を
行
使
し
た
重
要
な
実
例
で
あ
る
。

注

(

１)

高
橋
雄
豺

『

明
治
警
察
史
研
究』

三

(

令
文
社
、
昭
和
三
十
八
年
、
二
〇
九
―
三
四
〇
頁)

。

(

２)

例
え
ば
、
安
在
邦
夫

『
自
由
民
権
運
動
史
へ
の
招
待』

(

吉
田
書
店
、
平
成
二
十
四
年)

は
、
通
史
に
お
け
る
終
着
点
を
選
挙
干
渉
事

件
に
し
て
い
る
。

(

３)
｢

選
挙
大
干
渉
百
年
全
国
集
会
報
告
集｣

『

高
知
県
立
自
由
民
権
記
念
館
紀
要』

三
、
平
成
五
年
十
二
月
。

(

４)

坂
野
潤
治

『

大
系
日
本
の
歴
史
一
三
・
近
代
日
本
の
出
発』

(

小
学
館
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
平
成
五
年
、
二
二
二
頁)

。
同

｢

明
治
天
皇
の

選
挙
干
渉

伝
記
と
議
会
議
事
録
を
読
む｣

『

歴
史
の
読
み
方』

七

(

朝
日
新
聞
社
、
平
成
元
年
、
二
五
―
二
六
頁)

。
ま
た
、
鳥
海
靖

｢

藩
閥
対
民
党

第
一
回
総
選
挙
〜
第
四
回
帝
国
議
会｣

(

内
田
健
三
・
金
原
左
門
・
古
屋
哲
夫
編

『

日
本
議
会
史
録』

一
、
第
一
法
規

出
版
、
平
成
三
年
、
一
一
四
―
一
一
六
頁)

は
、
天
皇
の
意
向
が
影
響
し
た
こ
と
を
取
り
上
げ
、
意
向
を
伝
え
ら
れ
た
品
川
内
相
が
過
剰

反
応
を
示
し
、
強
硬
な
民
党
対
策
を
求
め
た
内
務
官
僚
ら
が
地
方
官
に
選
挙
干
渉
を
命
令
し
た
と
解
釈
し
て
い
る
。

(

５)

佐
々
木
隆

『

藩
閥
政
府
と
立
憲
政
治』

(

吉
川
弘
文
館
、
平
成
四
年)

。
同

｢

明
治
天
皇
と
立
憲
政
治｣

(

福
地
惇
・
佐
々
木
隆
編

『

明

治
日
本
の
政
治
家
群
像』

吉
川
弘
文
館
、
平
成
五
年
、
三
一
六
―
三
一
八
頁)

。
飯
塚
一
幸
氏
の

｢

初
期
議
会
と
民
党｣

(

明
治
維
新
史
学

会
編

『

講
座
明
治
維
新
五
・
立
憲
制
と
帝
国
へ
の
道』

有
志
舎
、
平
成
二
十
四
年
、
六
七
頁)

は
佐
々
木
説
を
支
持
し
て
い
る
。
最
近
で

は
、
五
百
旗
頭
薫
氏
も
佐
々
木
氏
の
見
解
を
踏
襲
し

｢

松
方
・
品
川
ら
は
政
府
系
勢
力
の
議
席
拡
大
に
熱
心
で
あ
っ
た
が
、
そ
こ
ま
で
の

明治二十五年・選挙干渉事件と立憲政治
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選
挙
干
渉
を
考
え
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
一
部
の
知
事
が
品
川
の
訓
令
を
過
剰
に
解
釈
し
て
暴
走
し
た
こ
と
が
惨
事
を
招
い
た｣

と
解

釈
し
て
い
る
が
、｢

政
府
は
容
赦
な
い
選
挙
干
渉
を
行
っ
た｣

と
い
う
記
述
も
あ
り
、
容
赦
な
い

｢

政
府｣

と
そ
こ
ま
で
の
干
渉
を
考
え

て
い
な
い

｢

松
方
・
品
川
ら｣

と
の
矛
盾
に
つ
い
て
は
説
明
が
な
い

(『

岩
波
講
座
・
日
本
歴
史』

一
六
・
近
現
代
二
、
岩
波
書
店
、
平

成
二
十
六
年
、
一
〇
二
頁)

。

(

６)
末
木
孝
典

｢

明
治
二
十
五
年
・
選
挙
干
渉
事
件
の
一
考
察

富
山
県
第
四
区
の
場
合｣

『

法
学
政
治
学
論
究』

五
五
、
平
成
十
四
年

十
二
月
。
な
お
、
最
近
、
村
上
一
博

｢

明
治
二
五
年
に
お
け
る
富
山
県
砺
波
郡
の
衆
議
院
議
員
選
挙
関
係
訴
訟

(

上
・
下)｣

(『

法
律
論

叢』

八
五
―
六
、
八
六
―
一
、
平
成
二
十
五
年
三
月
、
七
月)

が
発
表
さ
れ
た
が
、
新
た
な
論
点
・
事
実
は
見
当
た
ら
な
い
。

(

７)

末
木
孝
典

｢

明
治
二
十
五
年
・
選
挙
干
渉
事
件
の
一
考
察
―
―
高
知
県
第
二
区
の
場
合｣

『

法
学
政
治
学
論
究』

五
九
、
平
成
十
五
年

十
二
月
。
同

｢

明
治
二
十
五
年
・
選
挙
干
渉
事
件
に
お
け
る
当
選
訴
訟

高
知
県
第
二
区
の
場
合｣

『

法
学
政
治
学
論
究』

七
一
、
平

成
十
八
年
十
二
月
。
同

｢

明
治
二
十
五
年
・
選
挙
干
渉
事
件
と
大
木
喬
任

佐
賀
県
を
事
例
と
し
て｣

『

近
代
日
本
研
究』

二
八
、
平

成
二
十
四
年
二
月
。
同

｢

第
２
回
衆
議
院
議
員
選
挙
に
お
け
る
政
府
の
方
針｣

『

選
挙
学
会
紀
要』

三
、
平
成
十
六
年
十
二
月
。
同

｢

明

治
二
十
五
年
・
選
挙
干
渉
事
件
に
お
け
る
言
論
規
制｣

『

近
代
日
本
研
究』

二
六
、
平
成
二
十
二
年
二
月
。
同

｢

第
２
回
衆
議
院
議
員
選

挙
の
結
果
と
議
会
運
営

選
挙
干
渉
の
有
効
性
分
析｣

『

選
挙
研
究』

二
六
―
二
、
平
成
二
十
二
年
十
二
月
。

(

８)

鳥
海
靖

『

日
本
近
代
史
講
義

明
治
立
憲
制
の
形
成
と
そ
の
理
念』

(

東
京
大
学
出
版
会
、
昭
和
六
十
三
年
、
一
六
頁)

。

(

９)

同
前
書
、
二
七
〇
―
二
七
一
頁
。

(

��)

伊
藤
之
雄

『

明
治
天
皇

む
ら
雲
を
吹
く
秋
風
に
は
れ
そ
め
て』

(

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
平
成
十
八
年)

。

(

��)

前
掲

｢

明
治
天
皇
と
立
憲
政
治｣

三
三
五
―
三
三
六
頁
。

(

��)

西
川
誠

『

明
治
天
皇
の
大
日
本
帝
国』

(

講
談
社
、
平
成
二
十
三
年
、
一
六
―
一
八
頁)

。
た
だ
し
、
西
川
氏
も
選
挙
干
渉
に
つ
い
て
は

現
場
の
暴
走
と
い
う
見
方
で
あ
る

(

二
六
二
頁)

。

(

��)

安
田
浩

『

天
皇
の
政
治
史

睦
仁
・
嘉
仁
・
裕
仁
の
時
代』

(

青
木
書
店
、
平
成
十
年
、
一
一
三
頁)

。
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(

��)

伊
藤
之
雄

『

立
憲
国
家
の
確
立
と
伊
藤
博
文

内
政
と
外
交
一
八
八
九
〜
一
八
九
八』

(

吉
川
弘
文
館
、
平
成
十
一
年
、
八
六
頁)

。

(

��)

明
治
二
十
四
年
十
二
月
二
十
六
日
付
松
方
正
義
宛
山
県
有
朋
書
簡

(

松
方
峰
雄
・
兵
藤
徹
編

『

松
方
正
義
関
係
文
書』

九
、
大
東
文
化

大
学
東
洋
研
究
所
、
昭
和
六
十
三
年
、
一
三
八
頁)

。
な
お
、
佐
々
木
隆
氏
は
こ
の
書
簡
を
引
用
し
、
山
県
が
総
選
挙
で
持
論
の
温
和
派

育
成
論
を
述
べ
て
い
る
と
紹
介
し
て
い
る
が
、
連
続
解
散
か
ら
の
関
連
で
仮
定
の
話
を
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
な
い

(

前
掲

『

藩
閥

政
府
と
立
憲
政
治』

二
〇
二
頁)

。

(

��)

高
橋
秀
直

｢

書
評
・
伊
藤
之
雄
著

『

立
憲
国
家
の
確
立
と
伊
藤
博
文』｣

『

日
本
史
研
究』

四
六
二
、
平
成
十
三
年
二
月
、
一
四
〇
頁
。

な
お
、
高
橋
氏
は
、
憲
法
停
止
論
は
保
守
派
の
一
部
が
一
時
的
に
唱
え
た
に
過
ぎ
ず
、
伊
藤
博
文
だ
け
で
な
く
藩
閥
勢
力
の
大
部
分
は
立

憲
制
の
定
着
を
目
標
と
し
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
。
妥
当
な
見
方
で
あ
ろ
う
。

(

��)

三
月
五
日
付
山
県
有
朋
宛
品
川
弥
二
郎
書
簡

(

尚
友
倶
楽
部
山
縣
有
朋
関
係
文
書
編
纂
委
員
会
編

『

山
縣
有
朋
関
係
文
書』

二
、
山
川

出
版
社
、
平
成
十
八
年
、
二
〇
〇
―
二
〇
一
頁)

。

(

��)

伊
藤
之
雄
氏
は
こ
の
書
簡
を
引
用
し
て
い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
樺
山
の
連
続
解
散
か
ら
の
憲
法
停
止
論
を
品
川
も
解
散
直
後
か
ら
方
針

と
し
て
い
た
と
主
張
し
、
樺
山
と
品
川
を
同
じ
グ
ル
ー
プ
に
入
れ
て
い
る

(

前
掲

『

立
憲
国
家
の
確
立
と
伊
藤
博
文』

九
四
頁)

。
し
か

し
、
品
川
が
憲
法
停
止
論
ま
で
述
べ
て
い
る
資
料
は
管
見
の
限
り
見
当
た
ら
な
い
。

(

��)

明
治
二
十
五
年
一
月
二
十
日
付
品
川
弥
二
郎
宛
都
筑
馨
六
書
簡

(｢

品
川
弥
二
郎
文
書｣

国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
所
蔵)

。

(

	
)

十
二
月
二
十
七
日
付
伊
藤
博
文
宛
伊
東
巳
代
治
書
簡

(
伊
藤
博
文
関
係
文
書
研
究
会
編

『

伊
藤
博
文
関
係
文
書』

二
、
塙
書
房
、
昭
和

四
十
九
年
、
一
七
三
頁)

。

(

	�)

土
方
は
高
知
県
の
情
勢
を
ふ
ま
え
、｢

最
早
小
児
に
名
力
マ

マ

は
不
可
与
、
憲
法
も
議
会
も
断
然
中
止｣

と
述
べ
た

(

一
月
二
十
九
日
付
品

川
弥
二
郎
宛
土
方
久
元
書
簡
、
尚
友
倶
楽
部
品
川
弥
二
郎
関
係
文
書
編
纂
委
員
会
編

『

品
川
弥
二
郎
関
係
文
書』

六
、
山
川
出
版
社
、
平

成
十
五
年
、
五
六
頁)

。

(

		)

十
二
月
二
十
四
日
付
伊
藤
博
文
宛
井
上
毅
書
簡

(

前
掲

『

伊
藤
博
文
関
係
文
書』

一
、
昭
和
四
十
八
年
、
四
二
三
頁)

。
前
掲

｢

明
治

明治二十五年・選挙干渉事件と立憲政治
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天
皇
と
立
憲
政
治｣

三
一
五
頁
。

(

��)

十
二
月
二
十
七
日
付
伊
藤
博
文
宛
井
上
毅
書
簡

(

同
前
書
、
四
二
四
頁)

。

(
��)

十
二
月
二
十
六
日
付
伊
藤
博
文
宛
徳
大
寺
実
則
書
簡

(

前
掲

『

伊
藤
博
文
関
係
文
書』

六
、
昭
和
五
十
三
年
、
二
一
六
頁)

。

(

��)
十
二
月
三
十
一
日
付
山
田
顕
義
宛
徳
大
寺
実
則
書
簡

(

日
本
大
学
大
学
史
編
纂
室
編

『

山
田
伯
爵
家
文
書』

一
、
日
本
大
学
、
平
成
三

年
、
一
〇
六
―
一
〇
七
頁)

に
は
、
具
体
的
に
、｢

此
後
之
選
挙
ハ
党
派
代
議
士
テ
ナ
ク
、
実
業
家
之
良
民
を
選
挙
致
し
候
様
、
為
国
家

企
望
仕
候｣
と
徳
大
寺
の
希
望
で
は
あ
る
が
、
党
派
代
議
士
で
は
な
く
実
業
家
を
選
出
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
。

(

��)

前
掲

『

立
憲
国
家
の
確
立
と
伊
藤
博
文』

八
六
頁
。

(

��)

十
二
月
二
十
八
日
付
品
川
弥
二
郎
宛
松
方
正
義
書
簡

(

前
掲

『

品
川
弥
二
郎
関
係
文
書』

七
、
平
成
二
十
一
年
、
七
五
頁)

。

(

��)

前
掲
徳
大
寺
書
簡
を
紹
介
し
た
坂
野
氏
は
、｢

こ
の
よ
う
な
史
料
を
前
に
し
て
も
、
歴
史
家
は
な
か
な
か
天
皇
の
政
治
介
入
を
認
め
た

が
ら
な
い
。
天
皇
の
名
を
使
っ
て
徳
大
寺
侍
従
長
ら
天
皇
側
近
の
保
守
主
義
者
が
伊
藤
に
圧
力
を
加
え
た
も
の
と
考
え
て
し
ま
う｣

(

前

掲

｢

明
治
天
皇
の
選
挙
干
渉｣

二
六
頁)

と
述
べ
た
。
そ
の
点
で
松
方
書
簡
は
侍
従
を
介
し
た
も
の
で
は
な
く
、
松
方
が
天
皇
か
ら
直
接

受
け
た
指
示
を
記
し
て
い
る
点
で
史
料
的
価
値
は
高
く
、｢

天
皇
の
政
治
介
入｣

は
明
ら
か
だ
ろ
う
。

(

�	)

伊
藤
之
雄

『

山
県
有
朋

愚
直
な
権
力
者
の
生
涯』

(

文
春
新
書
、
平
成
二
十
一
年
、
二
六
一
頁)

。

(

�
)

宮
内
庁
編『

明
治
天
皇
紀』

八(

吉
川
弘
文
館
、
昭
和
四
十
八
年
、
三
頁)

。
な
お
、
根
拠
と
な
っ
て
い
る｢

徳
大
寺
実
則
日
記(

写)｣

一
月
七
日
条

(

早
稲
田
大
学
図
書
館
渡
辺
幾
治
郎
文
庫
蔵)

に
は
伊
藤
が

｢

衆
議
院
議
員
選
挙
見
込
無
之
事｣

と
返
答
し
た
と
あ
る
。
と

こ
ろ
が
、
佐
々
木
隆
氏
も
伊
藤
之
雄
氏
も
こ
の
事
実
に
は
一
切
触
れ
ず
、
十
三
日
の
政
党
組
織
を
提
案
し
た
件
の
み
を
取
り
上
げ
て
い
る
。

(

��)

前
掲
十
二
月
二
十
七
日
付
伊
藤
博
文
宛
伊
東
巳
代
治
書
簡

(
前
掲

『

伊
藤
博
文
関
係
文
書』

二
、
一
七
五
頁)

。

(

��)

十
二
月
二
十
七
日
付
杉
孫
七
郎
宛
品
川
弥
二
郎
書
簡(｢

杉
孫
七
郎
文
書｣

国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
蔵)

。
な
お
、
こ
の
状
況
で
、

品
川
が｢

天
皇
の
真
意
を
誤
解｣

(

前
掲『

立
憲
国
家
の
確
立
と
伊
藤
博
文』
八
六
頁
及
び
伊
藤
之
雄『

伊
藤
博
文

近
代
日
本
を
創
っ

た
男』

講
談
社
学
術
文
庫
、
平
成
二
十
七
年
、
三
二
三
頁)

す
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
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(

��)
｢

土
方
久
元
日
記｣

二
月
十
六
日
条

(｢

土
方
久
元
関
係
文
書｣

Ｃ
―
一
〇
、
首
都
大
学
東
京
図
書
館
所
蔵
貴
重
資
料)

。
す
で
に
前
掲

『

明
治
天
皇』

(

三
〇
八
頁)

が
当
資
料
を
用
い
て
い
る
。

(
��)

前
掲
一
月
二
十
九
日
付
品
川
弥
二
郎
宛
土
方
久
元
書
簡
、
二
月
二
十
二
日
付
品
川
弥
二
郎
宛
徳
大
寺
実
則
書
簡

(

前
掲

『

品
川
弥
二
郎

関
係
文
書』

五
、
平
成
十
一
年
、
二
〇
〇
頁)

。

(

��)
｢

西
四
辻
侍
従
報
告｣

(｢

警
視
庁
報
①
六
〇
―
三｣

識
別
番
号
五
二
三
一
九
、
宮
内
庁
宮
内
公
文
書
館
蔵)

。

(

��)
｢

府
下
議
員
選
挙
人
名｣

(

同
前)

。

(

��)

松
方
内
閣
の
選
挙
資
金
調
達
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
佐
々
木
隆
氏
が
取
り
上
げ
て
い
る

(

前
掲

｢

明
治
天
皇
と
立
憲
政
治｣

三
一
七
―

三
一
八
頁)

。
こ
こ
で
は
同
論
文
を
参
照
し
た
。

(

��)

明
治
二
十
四
年
十
二
月
二
十
二
日
付
伊
藤
博
文
宛
杉
孫
七
郎
書
簡

(

前
掲

『

伊
藤
博
文
関
係
文
書』

六
、
六
〇
頁)

。

(

��)
｢

金
を
以
運
動
す
る｣

を
根
拠
に
政
府
の
方
針
は
買
収
で
あ
る
と
解
釈
す
る
見
方
が
あ
る
が
、
解
散
決
定
す
ら
行
わ
れ
て
い
な
い
段
階

で
政
府
の
選
挙
方
針
が
決
ま
っ
て
い
る
と
は
考
え
づ
ら
い
。
金
庫
番
と
し
て
万
が
一
解
散
に
な
っ
た
場
合
の
資
金
調
達
を
請
け
負
っ
た
と

い
う
程
度
で
は
な
い
か
。

(

�	)

二
月
十
九
日
条
、
四
月
二
十
七
日
条

(｢
徳
大
寺
実
則
日
記

(

写)｣

早
稲
田
大
学
図
書
館
渡
辺
幾
治
郎
文
庫
蔵)

。

(

�
)

前
掲

｢

明
治
天
皇
と
立
憲
政
治｣

三
一
八
頁
。

(

��)

前
掲

『

立
憲
国
家
の
確
立
と
伊
藤
博
文』

九
五
頁
。
伊
藤
氏
は
選
挙
干
渉
が
天
皇
の
発
意
で
は
な
い
根
拠
と
し
て
、
民
党
を
懲
ら
し
め

る
と
い
う
藩
閥
全
体
の
意
向
を
反
映
し
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
下
付
金
に
関
す
る
部
分
で
は
干
渉
を
め
ぐ
っ
て

藩
閥
内
に
対
立
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
矛
盾
で
は
な
い
か
。

(

��)

前
掲

『

明
治
天
皇
紀』

八
、
二
五
―
二
六
頁
。

(

��)
｢

福
岡
佐
賀
高
知
出
張
復
申
書｣

(
｢

内
大
臣
府
文
書
二
五
・
侍
従
各
地
巡
視
復
命
書
四｣

早
稲
田
大
学
文
学
部
史
学
資
料
室
蔵)

。

(

��)
｢

衆
議
院
議
員
選
挙
ニ
係
ル
騒
乱

(

佐
賀
、
高
知)

一
〇
六
―
一
・
二｣

(

識
別
番
号
五
三
五
八
四
・
五
三
五
八
五
、
宮
内
庁
宮
内
公
文
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書
館
蔵)

。
残
念
な
が
ら
他
の
年
の
選
挙
関
係
書
類
が
多
い
。

(

��)
『

東
京
朝
日
新
聞』

明
治
二
十
四
年
十
二
月
二
十
七
日
付
。

(
��)

明
治
二
十
四
年
十
二
月
二
十
八
日
付
北
垣
国
道
知
事
発
訓
令

(｢

訓
示｣

京
都
府
立
総
合
資
料
館
蔵)

。

(

��)
明
治
二
十
四
年
十
二
月
二
十
九
日
付
内
訓
第
一
四
号

(｢

帝
国
議
会
・
県
制｣

埼
玉
県
立
文
書
館
蔵)

。

(

��)
｢

高
知
県
選
挙
干
渉
事
略｣

(｢

高
知
県
選
挙
干
渉
資
料
三｣
｢

憲
政
史
編
纂
会
収
集
文
書｣

国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
蔵)

。
な
お
、

引
用
に
際
し
て
片
仮
名
を
平
仮
名
に
改
め
、
適
宜
句
読
点
を
付
し
た
。

(

��)
｢

選
挙
取
締
ニ
関
ス
ル
内
務
大
臣
訓
令｣

(｢

松
方
家
文
書｣

マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
版
近
代
諸
家
文
書
集
成)

。

(

�	)

前
掲

『

藩
閥
政
府
と
立
憲
政
治』

二
〇
二
―
二
〇
三
頁
。

(

�
)

明
治
二
十
五
年
二
月
四
日
付
宮
本
専
一
郎
佐
賀
警
察
署
長
通
達

(

衆
議
院
事
務
局
編

『

選
挙
干
渉
ニ
関
ス
ル
参
考
書
類』

明
治
二
十
五

年
、
一
四
六
頁)

。
引
用
に
際
し
て
片
仮
名
を
平
仮
名
に
直
し
た
。

(

��)

前
掲

『

大
系
日
本
の
歴
史
一
三
・
近
代
日
本
の
出
発』

二
二
三
頁
。

(

��)

明
治
二
十
五
年
二
月
一
日
付
松
方
正
義
宛
品
川
弥
二
郎
書
簡

(

前
掲

『

松
方
正
義
関
係
文
書』

八
、
昭
和
六
十
二
年
、
二
九
七
頁)

。

(

��)

前
掲

『

藩
閥
政
府
と
立
憲
政
治』

二
一
四
頁
。

(

��)

品
川
は

｢

樺
山
は
選
挙
の
困
難
を
知
ら
ぬ
で
は
あ
る
ま
い
け
れ
ど
も｣

と
選
挙
の
困
難
さ
を
実
感
し
て
い
た

(

前
掲

『

立
憲
国
家
の
確

立
と
伊
藤
博
文』

九
四
頁)

。
ま
た
、
選
挙
対
策
本
部
に
出
入
り
し
て
い
た
平
山
成
信
内
閣
書
記
官
長
は

｢

所
謂
議
員
の
地
盤
な
る
も
の

が
如
何
に
鞏
固
に
し
て
之
を
壊
す
こ
と
が
如
何
に
至
難
で
あ
る
か
を
知
っ
た｣

と
述
懐
し
て
い
る

(

有
松
英
義
編

『

小
松
原
英
太
郎
君
事

略』

木
下
憲
、
大
正
十
三
年
、
六
六
頁)

。
こ
れ
は
品
川
の
実
感
と
も
重
な
る
だ
ろ
う
。

(

��)

前
掲

｢

選
挙
取
締
ニ
関
ス
ル
内
務
大
臣
訓
令｣

。

(

��)
｢

高
知
選
挙
事
件
大
略｣

(

原
敬
文
書
研
究
会
編

『

原
敬
関
係
文
書』

五
、
日
本
放
送
出
版
協
会
、
昭
和
六
十
一
年
、
四
三
六
―
四
三
七

頁)

。
こ
の
間
の
詳
し
い
経
緯
に
つ
い
て
は
、
前
掲

｢

明
治
二
十
五
年
・
選
挙
干
渉
事
件
の
一
考
察

高
知
第
二
区
の
場
合｣

参
照
。

132



(

��)

二
月
五
日
付
園
田
安
賢
警
視
総
監
発
秘
二
号
訓
令

(

前
掲

｢

警
視
庁
史
料
・
国
事
警
察
編｣

一
六
二
―
一
六
三
頁)

。

(

��)
｢

内
務
大
臣
の
親
展
書｣

(『

東
京
日
日
新
聞』

明
治
二
十
四
年
十
二
月
三
十
日
付)

。

(
��)

｢

選
挙
に
関
す
る
政
府
の
方
針｣

(『

東
京
日
日
新
聞』

明
治
二
十
五
年
一
月
十
四
日
付)

。

(

��)
牧
野
伸
顕『

回
顧
録』

上(

中
公
文
庫
、
昭
和
五
十
二
年
、
一
六
一
頁)

。
牧
野
は
松
方
に
宛
て
た
書
簡
に
お
い
て
、｢

県
下
選
挙
区
は
、

従
来
尽
く
自
由
党
所
属
議
員
の
占
有
す
る
所
に
相
成
、
今
般
種
々
手
配
を
尽
く
し
、
忠
良
の
人
物
を
選
出
致
度
希
望
ニ
て
、
各
区
共
に
競

争
中
々
烈
布｣

(

一
月
二
十
日
付
松
方
正
義
宛
牧
野
伸
顕
書
簡
、
前
掲

『

松
方
正
義
関
係
文
書』

七
、
昭
和
六
十
一
年
、
四
七
七
頁)

と
、

忠
良
な
人
物
が
当
選
す
る
よ
う
に
努
力
し
て
い
る
こ
と
を
伝
え
た
。

(

��)

明
治
二
十
五
年
九
月
二
十
日
付
徳
大
寺
実
則
宛
園
田
安
賢
警
視
総
監
探
聞
報
告

(｢

警
視
庁
報
①
六
〇
―
四｣

識
別
番
号
五
二
三
二
〇
、

宮
内
庁
宮
内
公
文
書
館
蔵)
。
な
お
、
引
用
に
際
し
て
送
り
仮
名
を
片
仮
名
か
ら
平
仮
名
に
改
め
た
。

(

�	)
[

覚
書]

(｢

深
瀬
文
書｣
六
―
二
六
一
、
八
尾
市
立
歴
史
民
俗
資
料
館
蔵)

。
な
お
、
引
用
に
際
し
て
送
り
仮
名
を
片
仮
名
か
ら
平
仮
名

に
改
め
た
。

(

��)

前
掲

『

藩
閥
政
府
と
立
憲
政
治』

二
〇
二
頁
。

(

��)

一
月
七
日
付
松
方
正
義
宛
永
峰
弥
吉
書
簡

(
前
掲

『

松
方
正
義
関
係
文
書』

八
、
六
七
―
六
八
頁)

。
な
お
、
佐
々
木
隆
氏
は

｢

松
方

正
義
文
書｣

を
丹
念
に
調
査
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
お
い
て
、
七
月
二
十
九
日
付
調
所
書
簡
、
永
峰
書
簡
、
船
越
書
簡
に

つ
い
て
は
全
く
ふ
れ
て
い
な
い
。

(

�
)

十
二
月
三
十
日
付
松
方
正
義
宛
船
越
衛
書
簡

(

前
掲

『
松
方
正
義
関
係
文
書』

六
、
昭
和
六
十
年
、
一
七
五
―
一
七
六
頁)

。

(

��)

津
村
久
茂

『

高
知
県
史』

上

(

高
知
県
史
編
纂
会
、
昭
和
二
十
六
年
、
二
五
五
頁)

。

(

��)

十
月
十
六
日
付
松
方
正
義
宛
水
野
寅
次
郎
書
簡

(

前
掲

『

松
方
正
義
関
係
文
書』

八
、
一
四
頁)

。

(


�)

一
月
二
十
八
日
午
後
十
時
五
十
発
警
保
局
長
宛
高
知
県
知
事
電
報

(｢
高
知
県
下
ヘ
憲
兵
派
遣
方
陸
軍
省
ヘ
照
会
ノ
件｣

、｢

公
文
雑
纂｣

明
治
二
十
五
年
・
七
巻
・
内
務
省
一
、
国
立
公
文
書
館
蔵)

。
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(

��)

二
月
六
日
付
松
方
正
義
宛
調
所
広
丈
書
簡

(

前
掲

『

松
方
正
義
関
係
文
書』

八
、
四
七
四
頁)

。

(

��)

七
月
二
十
九
日
付
松
方
正
義
宛
調
所
広
丈
書
簡

(

同
前
書
、
四
七
三
頁)

。
な
お
、
こ
の
書
簡
は
内
容
か
ら
み
て
明
治
二
十
五
年
の
も

の
で
あ
る
。

(

��)
調
所
の
希
望
は
第
一
次
松
方
内
閣
か
ら
第
二
次
伊
藤
博
文
内
閣
に
変
わ
っ
て
も
実
現
せ
ず
、
結
局
、
調
所
は
二
十
七
年
九
月
五
日
に
鳥

取
県
知
事
を
依
願
免
官
し
、
十
月
十
五
日
、
黒
田
の
伊
藤
へ
の
周
旋
に
よ
り
貴
族
院
議
員
に
就
任
し
た

(

明
治
二
十
七
年
十
月
十
二
日
付

伊
藤
博
文
宛
黒
田
清
隆
書
簡
、
前
掲

『

伊
藤
博
文
関
係
文
書』

四
、
昭
和
五
十
一
年
、
四
一
一
頁)

。

(

��)

前
掲

『

藩
閥
政
府
と
立
憲
政
治』

二
〇
九
・
二
一
五
頁
。
な
お
、
佐
々
木
氏
は
、『

明
治
人
の
力
量』

(

講
談
社
、
平
成
十
四
年)

に
お

い
て
も
、
調
所
の
辞
意
表
明
を
開
き
直
り
と
と
ら
え
、｢

進
退
を
覚
悟
し
、
肚
を
括
っ
た
者
に
は
百
の
説
法
も
無
益
で
あ
っ
た｣

(

八
〇
―

八
一
頁)

と
述
べ
て
い
る
。

(

��)

前
掲

『

藩
閥
政
府
と
立
憲
政
治』

二
一
四
―
二
一
五
頁
。

(

��)

前
掲

｢

初
期
議
会
と
民
党｣

六
七
頁
。

(

��)

根
拠
と
し
た
の
は
、
佐
々
木
隆
氏
の
前
掲

『

藩
閥
政
府
と
立
憲
政
治』

と

｢

藩
閥
の
構
造
と
変
遷

長
州
閥
と
薩
摩
閥｣

(『

年
報
・

近
代
日
本
研
究』

一
〇
、
昭
和
六
十
三
年
十
一
月)

で
あ
る
。

(

�	)

第
二
属
性
に
石
川
県
と
和
歌
山
県
を
分
類
し
た
。
こ
れ
は
両
県
と
も
選
挙
前
に
知
事
が
交
代
し
た
た
め
新
旧
知
事
の
影
響
力
を
判
断
で

き
な
い
た
め
で
あ
る
。
な
お
、
佐
々
木
氏
は
石
川
県
を
十
府
県
中
に
入
れ
て
い
る
が
、
石
川
県
は
前
知
事
死
去
を
受
け
て
後
任
に
選
ば
れ

た
武
井
守
正
知
事
が
赴
任
せ
ず
に
辞
職
し
た
た
め

(『

石
川
県
史』

四
、
石
川
県
、
昭
和
四
十
九
年
、
三
九
七
頁)

、
事
実
上
知
事
不
在
で

あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
知
事
の
出
身
を
考
察
す
る
例
と
し
て
は
適
切
で
は
な
い
と
考
え
る
。

(

�
)

民
党
候
補
と
政
府
系
候
補
の
分
類
は
、
表
の
注
の
通
り
、
内
務
省
作
成
の
名
簿
に
基
づ
い
て
い
る
。

(

	�)

し
か
も
上
位
十
人
と
下
位
十
人
に
限
定
し
て
み
る
と
、
第
一
属
性
の
知
事
は
上
位
十
人
中
五
人
に
対
し
て
下
位
十
人
中
七
人
と
な
り
、

下
位
の
方
に
割
合
と
し
て
多
く
含
ま
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
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(

��)

前
掲

『

大
系
日
本
の
歴
史
一
三
・
近
代
日
本
の
出
発』

二
二
二
頁
。

(

��)

前
掲

｢

明
治
天
皇
と
立
憲
政
治｣

三
一
五
頁
。
こ
の
佐
々
木
氏
の
見
解
に
つ
い
て
、
安
田
浩
氏
は

｢

明
治
天
皇
を
救
出
し
よ
う
と
す
る

弁
護
士
の
議
論｣

と
批
判
し
て
い
る

(

前
掲

『

天
皇
の
政
治
史』

一
一
三
頁)

。

(

��)
永
井
和『

青
年
君
主
昭
和
天
皇
と
元
老
西
園
寺』

(

京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
平
成
十
五
年
、
三
七
二
―
三
七
三
・
四
六
八
・
四
九
四
―

四
九
七
頁)

。
安
田
浩

『

近
代
天
皇
制
国
家
の
歴
史
的
位
置

普
遍
性
と
特
殊
性
を
読
み
と
く
視
座』

(

大
月
書
店
、
平
成
二
十
三
年
、

二
〇
六
―
二
一
二
頁)

。

(

��)

鳥
海
靖
氏
は
、
第
二
次
伊
藤
内
閣
の
組
閣
前
に
伊
藤
が
天
皇
か
ら
干
渉
を
し
な
い
と
の
約
束
を
取
り
付
け
、
自
由
党
と
の
接
近
・
提
携

へ
と
進
ん
だ
こ
と
が

｢
立
憲
主
義
的
政
治
運
営｣

を
定
着
さ
せ
た
と
指
摘
し
た

(

前
掲

『

日
本
近
代
史
講
義』

一
九
―
二
〇
頁)

。
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